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ａ 調査課題名 

令和３年度水産基盤整備調査委託事業  

「東日本大震災の対応結果に基づく防災・減災対策の見直し並びに南海トラフ地震津波

等の対策促進調査」 

 

ｂ 実施機関及び担当者名 

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所  

伊藤 靖、林 浩志、後藤卓治、浪川珠乃、岩瀬浩之、海老原碧 

 

ｃ ねらい 

東日本大震災後 10 年が経過する中で、「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」（平

成 18 年策定、同 24 年改訂：水産庁漁港漁場整備部）（以下、文章中においてガイドライ

ンと略す。）は同震災直後にとりまとめたものであり、漁港及び背後集落の復旧・復興状

況についてあらためて検証するとともに、 その後現地で発生した問題・課題等を的確に

反映させる必要がある。 

また、切迫した南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、内閣

府がマクロ的な被害想定を出している一方で、漁港及び背後集落に特化して全国的に被害

想定を算定した事例はほとんど無く、現状把握及び対策の検討が必要となっている。 

さらに防災・減災対策に資する漁港施設の予防保全（老朽化対策）を実施する際の事業

効果については、令和２年度水産庁事業評価技術検討会において、対策を実施することに

よる復旧費用の低減などを考慮することが求められるなど、適切な算定手法の確立が必要

となっている。 

以上のことから、東日本大震災からの復旧・復興の検証を行った上でガイドラインを改

訂するとともに、ガイドラインの改訂内容等を踏まえ、加工・流通業務及び漁場での生産

活動を対象とした「漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドライン」（以

下、文章中において BCP ガイドラインと略す。）の改訂等を行う。 

さらに漁港施設の予防保全（老朽化対策）の事業効果の適切な算定手法について検討等

を行い、「水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン」及び「水産基盤整備事業費用

対効果分析に関する事例集（案）」を改訂する。 

 

ｄ 方法 

 

１．計画準備 

本業務を実施するにあたり、4 月 16 日までに調査日程、内容及び手法等を水産

庁漁港漁場整備部防災漁村課防災技術専門官（以下、「防災技術専門官」という。）

に提出するとともに、必要な調査準備（関係機関等との調整を含む。）を 4 月 30 

日までに行った。 

 

２．東日本大震災の検証及び災害に強い漁業地域づくりガイドライン等の改訂 

（１) 東日本大震災の検証 

東日本大震災後の水産業・漁村の復旧・復興や地域への影響等に関し、計画策

定時や実施後に現地で発生した課題や想定していなかった事象等について、あら

ためて既存資料の収集整理や現地調査及びヒアリング等により情報収集した。 
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【現地調査・ヒアリング先】 

漁港調査：被災 3 県における主として大規模な流通拠点漁港 5 箇所（岩手

県 2 箇所、宮城県 2 箇所、福島県 1 箇所）を調査対象とする。選定にあたっ

ては、特定第 3 種漁港を含むこととし、水揚げ量、漁業種類や形態、被害の

大きさや復旧・復興の進捗状況等のバランスに配慮した。 

集落調査：地元に密着した漁港及びその背後集落を一体的に調査する。対象

は、漁業種類や形態（沿岸、養殖、採藻・採貝）、集落規模、被害の大きさや

復旧・復興の進捗状況等を踏まえて集落タイプを分類した上で、10 地区選定

した。 

【課題抽出にあたっての視点】 

＜全 般＞ ・復旧・復興のソフト・ハード対策の計画、実施、完了後の効果  

＜水 産＞ ・水揚げ、加工、流通の各段階を踏まえた施設の配置・規模の想定 

・雇用、販売先及び顧客の確保 

＜漁 村＞ ・計画策定時における施設の配置・規模の想定 

     ・地域住民の人口の変動 

なお、本調査の実施にあたっては、下記(2)、(3)への反映を想定して行うこと

に留意することとし、またヒアリング先については事前に監督職員と協議して決

定した。 

（２） 漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドライン改訂に向け

た情報収集・分析 

１）情報収集 

BCP ガイドライン改訂のため必要な情報について、監督職員から提供する既存

の BCP 及び以下により収集した資料に基づき、整理する。 

・加工・流通関係情報：中小企業 BCP 策定運用指針（経済産業省中小企業庁）並

びに基本的に現在策定されている BCP に関連した加工場等のうち、主として地

域で陸揚げされる水産物を原材料として使用する加工場等の企業 BCP について

5 件（東日本大震災の被災地を含む）を収集・整理する。 

・漁場関係情報：全都道府県へのアンケート調査を実施し、東日本大震災も含め過

去１０年程度において被災を受けた事例について、被災を受けた漁場（漁場に係

る施設、干潟等の天然漁場及び養殖場等（以下、「漁場施設等」という。）の種類、

復旧方法、漁場施設等が使えない間の対応（対応困難だった場合はその理由）、

BCP の策定状況、残された課題等に関する情報を収集・分析し、公表できるよう

な案を整理する（アンケートの質問項目については、監督職員と協議した）。な

お、当該案については、関係者に公表の承諾を得ること。 

また、各地域で策定された BCP の漁場に関する内容又は被災の詳細が把握でき

るように、アンケート調査で得られたもののうち３事例を選定（選定に当たっては

監督職員と協議すること。）し、ヒアリング及び現地調査を行い、BCP 策定に当た

っての検討又は被災状況や対応の実態について情報を収集し、図面等を含め公表

できるような案を整理する。なお、当該案については、関係者に公表の承諾を得る。 

２）対応策の整理 

1)の結果を踏まえ、BCP ガイドライン改訂のために、現行の BCP ガイドライン

の課題及び漁場施設等に関する事前・事後対策等に係る課題を以下の視点から抽

出し、対応策を整理した。 
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【課題抽出にあたっての視点】 

＜現行 BCP ガイドラインの課題＞ 

全体として、関係者がそれぞれの役割を理解し、相互理解を深め、地域が一

帯となった BCP の策定を促進するものとなっているか。特に加工・流通関係

では、復旧シナリオや対策について被災実績等を踏まえた具体的な記載が BCP 

にされるようになっているか。 

＜漁場施設等に関する事前・事後対策等に係る課題＞ 

事前のハード対策及びソフト対策、被災後の漁場機能回復策、BCP の策定を

進めていくべき漁場施設等の種類とその対象となる災害 

（３）災害に強い漁業地域づくりガイドラインの改訂 

１）ガイドライン追補事項の整理 

(1)の検討結果を基に、また(2)の検討結果も踏まえ、災害に強い漁業地域づくり

ガイドラインに追補等すべき事項（基本的に、計画策定時の配慮事項、施設規模の

想定手法（水揚げの動向や加工・流通に係る将来見通し、将来人口予測等）、ハー

ドと一体に考えるべきソフト対策等）等を整理した。 

２）ガイドライン構成の再構築 

1)を踏まえ、現行の章・節・項の三層構成に沿って、その妥当性を確認した上で、

同ガイドラインの構成を再構築した。 

３）ガイドラインの改訂 

2)を基に、同ガイドラインの改訂案を作成した。 

（４） 漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドラインの改訂 

１）BCP ガイドラインの構成の再編・見直し 

BCP ガイドラインの構成について再編・見直しを行った。 

２）BCP ガイドラインへの更新・追補事項の整理 

(1)、(2)の検討結果を基に、加工・流通・漁場施設等を含む BCP 策定促進の観

点から、加工・流通・漁場施設等に関する記載の更新事項、BCP ガイドラインに

追補すべき事項を整理した。 

３）BCP ガイドラインの改訂案の作成 

1)を基に、(3)の 3)のガイドラインの改訂案との整合性を図った BCP ガイドラ

インの改訂案を作成した。 

（５）漁業地域の減災計画策定マニュアル、水産物産地市場の減災計画策定マニュア

ルの検討・整理 

両マニュアルの構成に係る再編・見直しを検討した上で、(3)の 3)で作成するガ

イドラインの改訂案と(4)の 3)で作成する BCP ガイドラインの改訂案との整合性

を図った、加工・流通・漁場施設等も含む水産を振興する地域全体を対象としたマ

ニュアルとするために必要な考え方や内容を検討し、マニュアル案として整理し

た。 
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３．防災・減災対策に資する漁港施設の予防保全（老朽化対策）を実施することによ

る事業効果の算定手法の調査 

（１）国土交通省及び農林水産省所管公共事業における老朽化便益の算定手法に関す

る情報収集 

漁港施設の老朽化対策を実施する場合の事業効果（費用対効果）の算定手法に

関する情報を、国土交通省所管公共事業及び農林水産省所管公共事業を対象とし

収集し、便益として計上している効果の考え方及びその算定手法、その他老朽化

対策に関する事業の費用対効果分析の手法について整理した。 

（２）手法の提案 

(1)及びこれまでの水産庁事業評価技術検討会での議論を踏まえ、漁港施設の老

朽化対策にかかる便益の計算及び費用計上について、適切な手法を検討・提案し

た。また、提案にあたっては、モデル地区を３地区以上設定し試算・検証を行い、

「水産基盤整備事業費用対効果分析に関する事例集（案）」に追記できるよう整理

した。なお、モデル地区は監督職員及び水産庁漁港漁場整備部計画課計画班の担

当者と協議して決定した。モデル地区の整理案については、公表について関係者

の承諾を得た。 

（３）有識者からの意見聴取 

(2)による算定手法について、有識者４名以上から意見聴取を行う。 

（４）「水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン」及び「水産基盤整備事業費用

対効果分析に関する事例集（案）」の改訂案の作成 

(3)の結果を基に、「水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン」及び「水産

基盤整備事業費用対効果分析に関する事例集（案）」の改訂案を作成した。 

 

４．検討会の設置 

上記「２．（２）、（３）、（４）」の実施にあたっては、以下のとおり有識者等で構成さ

れる検討会を開催・運営し、指導・助言を得る。検討会開催後は議事録を作成し、

指導・助言を踏まえてガイドライン等の改訂作業を行った。 

【委員構成】学識・有識者 8 名程度、行政関係者 1 名程度 

【開催場所】東京都内 

【開催時期】令和 3 年 9 月 2、令和 3 年 11 月 19 日、令和 4 年 2 月 14 日（計 3 回） 

【検討会の資料】・ 第 1 回検討会では、２．（３）１）等を基に、ガイドラインに追

補すべき事項等を提示した。 

・ 第 2 回検討会では、２．（３）２）等を基に、ガイドラインの新たな構成案等を

提示した。 

・ 第 3 回検討会では、２．（３）３）等を基に、ガイドラインの改訂案等を提示し

た。 

そのほか、検討会において３．の成果を提示することも検討する。 

【準 備】委員の日程調整、会場選定及び会場準備、委員への事前説明等は受託者が

実施した。 

なお、委員の選定、開催時期等については監督職員と協議して決定した。 
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ｅ 結果 

１．東日本大震災の検証及び災害に強い漁業地域づくりガイドライン等の改訂 

（１）東日本大震災の検証 

震災から 10 年が経過し、一定の復旧・復興が進んできたが、未曽有の広域かつ

甚大な災害であったことから、被災当時は復旧・復興を進めるための参考事例がな

く、また既存の事業や制度、体制では対応できない課題に対しては、新たな事業や

制度を現場の作業と同時並行的に検討しながら試行錯誤の中で対応してきた経緯

がある。 

ここでは、東日本大震災・津波により被災した漁港や集落の復旧・復興に向け、

調査・計画・事業化作業等の一連のプロセスで実践した事項及び対応する過程で生

じた課題や当初想定していなかった事象を整理・抽出しどのような対策を行ったか

を整理した。これら東日本大震災から得られた教訓をもとに今後、防災力強化が喫

緊の課題となっている漁業地域において、防災・事前復興計画等の検討や事業実施

にあたり、適切に対応するために必要な「生じた課題が発生しないための対策」や

「想定していなかった事象への対応方法」を検討した。 

更に、ここで調査検討した結果が、災害に強い漁業地域づくりに活かされるよう、

「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」の項目を参考に体系的に整理した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）課題の抽出と体系的な整理 
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ａ）情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

①調査対象の検討（5漁港＋α、10集落） 

 

②復旧・復興の実施内容と生じた課題等の情報収集 

 

③各対応の評価 
既往資料調査、現地調査 
ヒアリング調査を実施 

ガイドライン記載内容と照合 

図 1-1-1 東日本大震災の検証フロー図 
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１）情報収集 

調査対象は、漁港調査については、被災 3 県における主として大規模な流通

拠点漁港 5 箇所（岩手県 2 箇所、宮城県 2 箇所、福島県 1 箇所）を調査対象

とする。選定にあたっては、特定第 3 種漁港を含むこととし、水揚げ量、集荷

圏、漁業種類や形態、被害の大きさや復旧・復興の進捗状況等のバランスに配慮

した。 

次項に漁港調査地区の対象候補の概要一覧を示す。 

岩手県は、東日本大震災の被害の大きさや復旧・復興の進捗を踏まえ、大船渡

漁港（第３種）を選定した。また、漁業種類の観点から、養殖漁業が盛んな大槌

漁港（第３種）を選定した。 

宮城県は、東日本大震災の被害の大きさから、気仙沼漁港（特定第３種）、志津

川漁港（第２種）を選定した。 

福島県は、請戸漁港は原発事故の影響で復旧・復興が遅れたことから、松川浦

漁港（第３種）を選定した。 

 

 

集落調査については、地元に密着した漁港及びその背後集落を一体的に調査し

た。調査対象の選定に当たっては、被災 3県から、漁業種類や形態（沿岸漁船漁

業、養殖、採藻・採貝等）、集落規模、被害の大きさや復旧・復興手法や進捗状況

等を踏まえて集落タイプを分類した上で、次表に示す 10 地区を抽出し、現地調

査を実施した。 

更に、モデル地区の選定にあたっては、岩手県及び宮城県に対し、有効な情報

が得られる地区についての助言を受けた上で、ヒアリング調査及び現地踏査を行

った。モデル 10地区選定の手順は、以下のとおりである。 

① 先ず、被災 3 県の漁港背後集落の規模分類を行った。被災後の漁港背後集

落調査は調査が不可能な集落が多く、数字の抜けが多かったため、被災前(平

成 22 年時点)の漁港背後集落調査から、小規模（99 世帯以下集落）、中規模

（100～499 世帯以下集落）、大規模集落（500世帯以上集落）を抽出・整理し

た。 

② 次に、岩手県、宮城県担当課に聞取り調査を実施し、集落復興過程で、優良

あるいは反省すべき点が教訓につながり、今後の水産地域における事前復興

計画策定などの面で参考になると判断される地区を紹介いただくとともに、

既往資料（調査報告書など文献など）からモデルとして適切と評価できる地

区を被災 3県毎に抽出した。 

③ ②で抽出した地区が、被災 3 県を代表する漁業種類やの形態（①漁船漁業

中心型（定置網含む）、②養殖中心型、③複合型（養殖と漁船漁業が同程度に
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盛んな場合）、④養殖中心複合型（養殖が中心であるが、その他小規模ながら

漁船漁業その他の漁業が複合的に経営される漁業形態）、⑤漁船漁業中心複

合型（漁船漁業が中心であるが、その他小規模な養殖が複合的に経営される

漁業形態）を網羅しているかどうかを確認し、なるべく想定される漁業形態

分類を網羅するように再整理した。 

③ その結果、岩手県 4 地区、宮城県 4 地区、福島県 2 地区のモデル地区を決

定し、それぞれの地区の被災状況や復興事業の組合せパターンを確認した。

結果、被災状況については、殆どが甚大な被害を受けている地区であり、一

部部分的な家屋流失のある地区であることが確認された。一方、復興事業の

組合せについても、①漁集事業特化型、②漁集＋防集型、③漁集その他組合

せ型、④防集その他事業組合せ型と事業タイプが異なる地区が網羅されてい

ることが確認できた。 

 以上の検討結果から、選択した 10 地区は、集落の復興まちづくりのモデル

事例として適切であると判断した。  
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図 1-1-1 モデル 10 地区抽出の基本的な考え方 

なお、前述の方法で、以下に示す 10 地区をモデル地区として抽出し、調査を実

施したが、集落規模や漁業形態については分類に応じたモデルとなっているが、

被災状況については、殆どが甚大な被害を受けており、多様な被災分類は困難で

あると同時に、復興事業の選択も県、市町村の方針に依拠する部分が多い。事業

（集落タイプ分類指標） 
1.集落規模 
 集落タイプ分類に当たり、第 1義的にはその規模が重要であり、対象地
区の被災前の世帯数（平成 22年の被災 3県の漁港背後集落調査）より、
以下の世帯数区分で、①小規模、②大規模、③小規模集落に分類した。 

① 小規模=99 世帯以下集落 
② 中規模=100～499 世帯以下集落 
③ 大規模=500 世帯以上集落 

2.漁業種類・形態 
 集落タイプ分類に当たり、次に重要な指標は、生業復興の面で、その集
落がどのような漁業種類や形態を有しているかである。ここでは、対象地
区の前面に立地する漁港の被災前の上位 5位漁業種類別属地漁獲量（平成
22年漁港港勢調査）から、東北 3 県で盛んな漁船漁業、定置網、養殖、採
貝藻にぎょ着目し、漁業タイプを以下のように分類した。 

① 漁船漁業中心型（定置網含む） 
② 養殖中心型 
③ 複合型（養殖と漁船漁業が同程度に盛んな場合） 
④ 養殖中心複合型（養殖が中心であるが、その他小規模ながら漁船漁業その他

の漁業が複合的に経営される漁業形態） 
⑤ 漁船漁業中心複合型（漁船漁業が中心であるが、その他小規模な養 

殖が複合的に経営される漁業形態） 

被災 3 県毎に、集落規模が分散するように大・中・小規模集落に偏りが
ないよう抽出し、更に各漁業・種類タイプを網羅する対象集落を整理 

被災 3県毎に、集落規模が分散するように大・中・小規模集落に偏りが
ないよう抽出し、更に各漁業・種類タイプを網羅する対象集落を整理 

3.被災規模の確認 
被害規模想定(水産庁調査)より
抽出集落が以下のいずれか確認
①甚大(家屋全壊 5 割～8 割以上) 
②一部被災(家屋全壊 3 割未満) 

4.復興事業 
当該集落で実施した復興事業の
組合せを以下から確認 
①漁集特化型 
②漁集＋防集型 
③漁集その他組合せ型 
④防集その他事業組合せ型 

岩手県 4地区、宮城県 4地区、福島県 2地区合計 10 地区選定 
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の進捗状況は、令和 3 年度（震災 11 年目）時点では、一部防波堤工事が遅れて

いる他は殆ど完成している。  
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a)Ａ地区 
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A地区の復興現況写真(令和 3年度) 

（高台移転住宅地） （高台公園と漁具倉庫） （高台に向かう集落道） 

（漁港と北山崎クルーズ館） （防潮堤） （漁港と人工地盤型魚市場） 
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b)Ｂ地区 
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B地区の復興現況写真(令和 3年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（防潮堤背後の漁集用地） （高台移転住宅） 

（漁集用地と町道整備） （高台避難公園） （漁港と防潮堤） 

（高台移転住宅と集落道） 
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c) C地区 
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C地区の復興現況写真（令和 3年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（高台移転地） (高台移転地から漁港を臨む)

（漁港整備状況） （漁港内低地利用状況） （堤外低地利用状況） 

(防潮堤と漁港） 
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ｄ) D地区 
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D地区の復興現況写真（令和 3年度） 

  

（高台の災害公営住宅） （高台移転地） 

（漁港背後の漁集用地） 

（残存家屋と漁集公園） 

（漁港用地の漁具倉庫再建） （大規模防潮堤のない漁港） 
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e) E地区 
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E地区の復興現況写真(令和 3年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（防潮堤汚整備中の漁港の現状） （防潮堤完成部分） （防潮堤と高台移転住宅） 

（高台移転地） （高台移転住宅） （漁集集落道） 
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f) F地区 
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F地区の復興現況写真（令和 3年度） 

 

 

 

  

（嵩上げした低地部商店街） （国道海側の嵩上用地／工事中） 

（漁港背後の漁集用地） （漁港整備状況） （議論になった河川堤防） 

（高台移転地） 
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g) G地区 
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G 地区の復興現況写真（令和 3年度） 

 

 

 

  

（浜々に立地する高台移転地） （比較的規模の大きい移転地） （小規模な移転地） 

（防潮堤背後の漁集用地） （防潮堤と漁港整備状況） （雄勝湾奥の河川堤防） 
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h) H地区 
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H 地区の復興現況写真（令和 3年度） 

 

 

  

（高台移転地） （高台移転地） （漁集道路と右側漁集用） 

（漁集用地内の漁具倉庫） （漁港整備の状況） （防潮堤） 
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i) I地区 
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I 地区の復興現況写真（令和 3年度） 

 

 

 

 

 

 

 

  

（高台移転地） （高台移転地内の公園） （河川堤防と一体型の防潮堤） 

（防潮堤背後の漁集用地） （漁港用地内の漁具倉庫） （漁港内の荷捌所・漁協事務所） 



28 
 

j) J地区 
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J地区の復興現況写真（令和 3年度） 

 

 

 

 

  

（災害公営住宅） （高台区画整理地区） （高台防災公園） 

（海岸堤防と防災緑地） （防災緑地） （漁港の状況） 
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２）課題の抽出と体系的な整理 

情報収集した、「生じた課題」や「想定していなかった事象」より、復旧・復興に

あたっての課題を抽出し、今後、防災力を強化する地域が対策可能なよう、生じた課

題が発生しないための対策や想定していなかった事象への対応方法等を検討した。 

ここでは、ガイドラインへの記載を想定し、項目ごとに整理した。 

 

①ＢＣＰに関連した課題と対策 

次項以降に、漁港調査地区について、東日本大震災で生じた事象、教訓、考えられ

る対策を整理した。 

なお、ＢＣＰに関連した課題は、水揚げ、加工、流通の各段階を踏まえた施設の配

置・規模の想定の視点を踏まえ、東日本大震災による各項目（漁場・漁港・市場・加

工流通）で生じた事象及び教訓を整理した。また、雇用、販売先及び雇用の確保の視

点を踏まえ、地域全体の早期復旧に関する事象及び教訓も整理した。 

対策は、抽出整理した課題に対して、実際に実施した対策と実施していればよかっ

た対策（今後の計画）に分けて、ハード・ソフトそれぞれ整理した。なお、実際に実

施した対策の効果は、事象・教訓に整理した。 
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【ａ漁港】 
 
 

表 1-1-3 ＢＣＰに関連した課題と対策 
 
 
 

 

 

 

  

事象 教訓 対策

漁
場

瓦礫堆積
○○地区や○○○地区に堆積していた瓦礫が湾
内に流出し、船舶の航行を阻害していた。

湾内の一部に瓦礫が漂着して集まってい
る場合は、それが流出しないように対策
を行う必要がある。

○漂着した瓦礫の再漂流防止
対策の検討

漁具流出
（漁網・
養殖施設）

震災後、定置用の網やロープを発注したが納品
が遅れたため、定置網の漁業再開時期に遅れが
生じた。

予備の漁具があれば、もっと早く定置網
漁業が再開できた。

○予備の漁具を確保

漁
港

瓦礫堆積

がれき撤去に必要なフォークリフトを早期に発
注した。がれきは荷さばき所の背後にある駐車
場に仮置きした。

フォークリフトが早期に稼働できたこと
により、瓦礫撤去をスムーズに行うこと
が出来た。

●フォークリフトの早期手配

行政からの提案を受けて、支援物資である可搬
ポンプを導入した。

可搬ポンプを導入したことで海水が利用
できるようになり、市場内の瓦礫撤去や
洗浄などをスムーズに行うことができ、
荷さばき所を早期に使用可能にしたこと
で漁業の早期再開に寄与した。

●可搬ポンプの導入
○必要な資機材のリストアッ
プ

航路・
泊地埋没

○○○湾内の航路上の水深や瓦礫の堆積状況の
情報に関する問い合わせがあったが、航路の瓦
礫撤去後の水深等の情報の公開は行われなかっ
た。

浚渫したことにより航路の水深が確保さ
れたという情報が公表されれば、漁船側
も航路情報を得ることができ、漁港へ入
港できるようになる。

○航路上の水深や瓦礫堆積状
況の調査や情報の公開

岸壁倒壊
岸壁が被災し、約80cm沈下したことで漁船の安
全な着岸に支障が生じた。

応急復旧で岸壁を嵩上げし、使用可能に
したことで漁業の早期再開に寄与した。

●岸壁の早期応急復旧（嵩上
げ）

油の不足

漁船に給油するための給油施設やタンクは壊滅
的な被害を受けた。そのため小型タンカー２隻
を要請し、給油タンク代わりに用いた。

小型タンカーによる給油体制が整うこと
で遠方からの漁船も入港可能となり、
○○○漁港での陸揚げ再開に寄与した。

●給油タンカーの要請

漁協の給油施設は高台にあったが、停電のため
使用できなかった。

発電機を導入していれば、停電時でも給
油を行うことができた。

○発電機の導入

機材流出
（陸揚台・
ベルコン）

早期にフォークリフトやベルコンのモーターな
どの資機材の発注を行った。

漁業再開に必要な資機材を効率的に手
配・入手することができた。

●早期の資機材の手配

市
場

荷捌所の
機能不全

５月１日の再開を目標とし、早期に開放型荷さ
ばき所の瓦礫を撤去した。

開放型荷さばき所の瓦礫を撤去し使用可
能にしたことで漁業の早期再開に寄与し
た。

●荷さばきスペースの確保
（がれき撤去）

氷・水の不
足

荷さばき所や付帯施設などは、○○○市と連携
して早期に復旧させることができたが、陸揚げ
時に必要な氷の確保が難しく、サンマ漁が再開
した後も地域内の氷の量が不足していた。
買受人側の復旧も終わっておらず、相場形成が
崩れた。

市場だけでなく、加工場・冷蔵庫側と情
報共有し、地域全体で一体となって復旧
していくことが重要となる。

○加工業・冷蔵倉庫との情報
共有

製氷施設が被災し、漁業に必要な氷が生産でき
なくなったが、内陸の消費地市場から氷を取り
寄せた。

氷を確保することで鮮魚を取り扱うこと
が可能となり、早期の漁業再開に寄与し
た。

●内陸の製氷施設との連携

製氷機能の復旧には時間を要するため、比較的
早期に復旧可能な砕氷機能を復旧させて、角氷
から氷を供給できる体制を整えた。また、角氷
を保存するための冷凍コンテナを導入した。

砕氷機能を復旧させたことで氷の供給量
が増加し、漁業再開に寄与した。

●砕氷機能の早期復旧
●冷凍コンテナの導入(角氷
保存のため)

電気の不足

電気の復旧が遅れていたが、行政からの提案を
受けて、支援物資であるソーラー発電機を導入
した。

ソーラー発電機のおかげで、パソコンで
の事務作業が早期復旧できた。

●発電機の確保
○必要な資機材のリストアッ
プ

電源は仮復旧したが低圧電源だったのでベルコ
ン4台しか使用できない状況であったため、発電
機を導入した。

発電機を使用して合計8台のベルコンを稼
働させることができた。さらにシャー
ベットアイス製造機も発電機で稼動させ
た。

○インバータの確保
○各資機材に必要な電圧等の
リストアップ
●発電機（ベルトコンベアな
どの資機材用）の確保

リース会社から発電機を借りたが、発電機を稼
働させる燃料が不足していた。

燃料が確保できていれば、スムーズに復
旧作業を行うことができた。

●資機材用の燃料の確保

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策
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事象 教訓 対策

加
工 腐敗物処理

腐敗物の処理方法が確立しておらず、処分が遅
れたことで復旧作業に時間を要した。当初は分
別後に埋設処分していたが、２～３週間ほど
経ったあとに、分別せずに埋設処分可能となっ
た。また、分別した状態であれば海上投棄も可
能となった。

処分方法が当初から一貫していれば、ス
ムーズに腐敗物の処理を行うことができ
た。

○災害時における腐敗物処理
方法の確立、体制づくり

被災後の冷蔵庫内は瓦礫等が散乱して非常に危
険な状態であり、ボランティアでは難しい作業
も多かった。また、従業員も被災しており、瓦
礫撤去や残さい処理、分別処理を行う人手が足
りず、作業効率が非常に悪かった。

被災していない地域から専門業者を呼ん
で瓦礫撤去、腐敗物処理が出来ればより
スムーズに復旧できた。

○専門作業員の確保（被災し
ていない地域の専門業者への
依頼）

地域全体の早期
復旧

震災当時、組合員の補助金申請をしなければな
らなかったが、事務所を失っている方も多く、
申請書類の作成に苦労した。

申請書類の作成を補助・支援する人がい
れば、スムーズに申請することが出来た。

○各種申請書類の作成の補
助・支援体制の構築

震災時、データのバックアップを取っておらず、
パソコンの浸水や流出によって業務上必要な
データの復旧にかなりの時間と費用を要した。
また、津波により機械類の資産台帳等も流出し
たため、震災前に所有していた機械類が分から
なくなってしまい、復旧作業に遅れが生じた。

市場の売上伝票や経理関係の資料、機械
類の資産台帳などのバックアップを取っ
ておけば良かった。

○データ管理場所の高所化
○データのバックアップ
○資産台帳のバックアップ

魚市場の復旧に必要な設備の修理などを一貫し
て市に依頼した。

市が窓口として一本化していたため、対
応がスムーズに進んだ。

●連絡体制の一本化

震災後も従業員を解雇しなかった（魚市場）。 他地域の同業者が人員確保に苦しむ一方
で、従業員が全員残っていたことにより
業務の本格稼働もスムーズに行うことが
出来た。

●作業員の確保（雇用の継
続）

震災当時、組合員の補助金申請をしなければな
らなかったが、事務所を失っている方も多く、
申請書類の作成に苦労した。

申請書類の作成を補助・支援する人がい
れば、スムーズに申請することが出来た。

○各種申請書類の作成の補
助・支援体制の構築

震災時、データのバックアップを取っておらず、
パソコンの浸水や流出によって業務上必要な
データの復旧にかなりの時間と費用を要した。
また、津波により機械類の資産台帳等も流出し
たため、震災前に所有していた機械類が分から
なくなってしまい、復旧作業に遅れが生じた。

市場の売上伝票や経理関係の資料、機械
類の資産台帳などのバックアップを取っ
ておけば良かった。

○データ管理場所の高所化
○データのバックアップ
○資産台帳のバックアップ

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策
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●被災時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：○○○市東日本大震災記録誌 

 

●復旧後（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ａ漁港周辺は、東日本大震災の津波により浸水被害に加え漁港施設も大きな被害を受

けた（被災時の写真）。 

・現在は復旧しており、平成 26 年には衛生管理型荷さばき所が竣工。 

魚市場の被災状況 
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【ｂ漁港】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事象 教訓 対策

漁
場

瓦礫堆積

漁場に海中瓦礫と呼ばれる漁網、ロープ、フ
ロート等が絡んだ集合体が漂い、これを撤去す
るのに時間がかかったため、定置網の漁業再開
時期に遅れが生じた。

漁場においても瓦礫撤去を行う体制を整
えるべきであった。
定置網や養殖施設の瓦礫撤去の際に台船
が必要となる。また、漁港の水深に対応
した台船を確保する必要がある。

○漁港区域外の瓦礫撤去を行
うための体制づくり
○フォークリフト・揚重機等
の陸揚げ支援機器の手配。協
力機材のリストアップ・提携

漁具流出
（漁網・
養殖施設）

震災後、定置用の網やロープを発注したが納品
が遅れ、定置網の漁業再開時期に遅れが生じた。

予備の漁具があれば、もっと早く定置網
漁業が再開できた。ある程度の漁具は、
高台等にストックして置けば良かった。

○予備の漁具の確保（高所保
管）

漁
港

岸壁倒壊

漁業者の要望等の調整に非常に手間が掛かり、
岸壁の嵩上げ作業に時間を要した。
吉里吉里の場合は、早急に倉庫がほしいという
要望を受けてすぐに復旧させたが、その後、岸
壁の嵩上げが必要となり、倉庫を立て直した。

漁業者の要望の聞き取りや行政との連携
がスムーズに行なえておけば、より早く
岸壁の復旧を行うことが出来た。

○優先的に復旧させたい岸壁
の位置等の協議

漁船の確保
多くの漁船が被害を受けたが、残っている漁船
を協同で利用して作業を行った。

漁船を共同で利用することで、漁業活動
の早期再開に寄与した。

●漁船の協同利用

市
場

荷捌所の
機能不全

旧漁協が経営破たんし、漁網等の手配が遅れた。
破たんした漁協は、資機材を扱う業者などから、
再度倒産するのではないかと恐れられ、契約が
円滑に進まなかった。また、資金不足に陥り、
事業実施主体として全く動けない状況となった。

漁期外は高台等に漁具・漁網などを保管
し、常にバックアップを確保しておく体
制づくりが重要である。
資金調達を準備しておくことが重要であ
る。

●予備の漁網等の確保
●ファイナンス確保

氷・水の不
足

漁港内にある製氷施設は、魚市場復旧までに修
理を行ったが、故障が頻発して満足に使用でき
る状態ではなかった。一方で、氷の不足分は近
隣の釜石や山田などから氷を購入して補った。

近隣地区から不足分の氷を補うことで、
漁獲物の取扱量の低下を抑えた。

●氷の手配先の確保

加
工 腐敗物処理

腐敗物の処理を行うにあたり、担当の省庁が分
からず、手間と時間がかかった。また、半壊し
た建物は躯体を壊さずに設備の入替を行ったた
め、作業効率が上がらず、水道も使えない状況
であったため苦痛を伴う作業となった。また、
人手不足もあり、作業員は加工場の従業員のみ
のところも多かった。

埋立処分できる土地は限られているため、
早期に処分方法を取り決める体制づくり
が必要。
腐敗物を処分する際には分別作業が必要
であるため、人員の確保も重要。

○腐敗物処理方法の確立
○人員確保

地域全体の早期
復旧

震災直後は連絡手段もなく、漁協職員がどこに
避難しているのか状況を把握することが難し
かった。また、携帯電話の電波も不安定な状態
が続いていた

被災後に集合する場所など、電話不通時
の連絡手段を事前に取り決めておくべき
たった。

○連絡網の整理
○電話不通時の連絡手段の確
認

補助事業の各種申請については、町や県など行
政に指導してもらいながら行った。

補助事業の申請にあたって、大きな手間
になることはなかった。

●行政の支援の申請に対する
バックアップ体制づくり

震災時、漁協に関するデータを2階で管理してお
り、被災したもののパソコンの流出を免れた。

高所管理することにより、パソコン本体
の流出を防ぎ、データの復旧を行うこと
が出来た。

●電子機器の高所管理

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策
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●被災時 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東日本大震災による水産関係施設の地震・津波被害に関する調査報告（水産総合研究センター） 

 

●復旧後（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・ｂ漁港の荷さばき所は、鉄骨の枠組みが残っているものの屋根の陸側半分がすべて流

出した（被災時の写真左）。 

・漁協建物内部は壊滅的な状態となったが、建物自体は倒壊を免れた（被災時の写真右）。 

・現在は復旧している。 

荷さばき所の被災状況 漁協の被災状況 
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【ｃ漁港】 

 

 

 

 

 

 

  

事象 教訓 対策

漁
場

漁具流出
（漁網・
養殖施設）

沿岸部の漁具がほとんど流出した。 早期復旧のためには、漁具の流出防止お
よび調達方法を確保しておく必要がある。

○予備の漁具の確保

漁
港

瓦礫堆積

震災後は、瓦礫置き場や資材置き場が必要とな
るため、スペース不足となった。

瓦礫置き場、トラックヤード、移入氷の
貯氷場所、魚の荷造りスペースの確保の
ために、事前にオープンスペースを確保
しておく必要がある。

○オープンスペースの確保

航路・
泊地埋没

被災直後は港内に瓦礫があり、入港できなかっ
たため、洋上で1 週間程度生活していた船も
あった。

早期に航路の瓦礫撤去を行い、入港可能
な状態にする必要がある。

○早急な航路瓦礫撤去

油の不足
燃料タンクが流出したため、陸送およびタン
カー輸送を行った。

燃料を安全な場所で備蓄しておく必要が
ある。また、燃料が不足した際の調達先
を複数確保しておく必要がある。

○広域での燃料調達ルートの
確保

機材流出
（陸揚台・
ベルコン）

カツオ選別機が流出したため、手作業による選
別で対応したが、効率が悪かった。

各種機材選別機、海水ポンプ、ベルトコ
ンベヤー、トラック、フォークリフト等
の流出を防ぐ必要がある。

○資機材の流出防止対策

市
場

氷・水の不
足

製氷施設が被災したため、1 社を優先的に復旧
し、氷の提供を再開した。

多くの利用者に提供できるように氷の調
達手段を複数用意しておくことが必要で
ある。

○氷の調達手段の複数確保

加
工

腐敗物処理

被災により発生した残滓冷蔵庫での保管品等は、
海上投棄した。

残滓処理施設の被災リスクを低減するこ
と、および被災して大量の廃棄物が発生
した場合の対応を事前に決めておく必要
がある。

○腐敗物処理方法の確立

加工・冷蔵
機能の確保

加工場が被災したため、水産加工品の配送が無
くなり、加工場が復旧するまで荷物不足となっ
た。

被災後の荷物不足により、事業の再開が
見込めずトラックを売却する業者もあっ
たため、なるべく空便が出ないシステム
を整備しておく必要がある。

○共同輸送システム等、空便
がでないシステム整備

延縄漁に使用する餌は冷凍サバであるため、冷
凍施設が復旧しなければ、気仙沼で延縄漁が再
開できない。

冷凍施設の被災を最小限に抑えることや
早期復旧を行える体制の整備が必要であ
る。

○冷凍施設の早期復旧体制づ
くり

加工場・冷凍施設が被災したため、鮮魚出荷の
みの取り扱いとせざるを得なかった。

ｃ漁港では様々な魚種を扱うため、鮮魚
以外の流通を早期再開する必要がある。

○加工施設の早期復旧体制づ
くり

荷物を保管していた倉庫の片付けに3 カ月程度
かかった。

荷物の保管施設の倒壊を防ぐ必要がある。
また、倒壊した際には早期復旧できる体
制を構築しておく必要がある。

○倉庫の倒壊防止対策
○倉庫の早期復旧体制づくり

加工に必要な海水が不足したが、魚市場から入
手し対応した。

ｃ漁港は多くの魚種を扱うため、加工が
必要な魚種も多い。よって、早期復旧の
ためには、海水を確保する必要がある。

●加工用海水の確保

車両の不足
流通機能確
保

水産物を扱うトラックの半数程度が被災した。 トラックの被災リスクを低減することお
よび、被災した場合の対応を事前に決め
ておく必要がある。

○トラック被災リスクの低減
及び対応策の検討

地域全体の早期
復旧

インフラ関係電気、水、道路の復旧が遅れると、
水産業全体の復旧に支障を来たす。電気の復旧
に２～３週間かかった。

インフラ関係電気、水、道路を早期復旧
できる体制の構築が必要である。

○インフラ早期復旧体制づく
り

発災後は電話が通じなくなったため、従業員の
安否確認等や被災状況の把握が困難であった。
約10 日後に移動基地局車が市役所に来たことで、
連絡手段が確保できた。

電話会社等に早期に依頼し、移動基地局
車を手配し、設置時期や設置場所につい
て情報を周知する必要がある。

○緊急時の連絡手段の確保

市場の人材が不足していた。 仕事復帰が困難な人や、他地域へ転居す
ることにより、人材不足が発生する可能
性がある。

○人材の確保

水産物が被災した際の責任の所在についての取
り決めが整備されていない。

市場に陳列された漁獲物が被災したケー
ス等の補償について整備しておく必要が
ある。

○水産物の補償制度の整備

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策
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●被災時 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東日本大震災による水産関係施設の地震・津波被害に関する調査報告（水産総合研究センター） 

 

●復旧後（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・ｃ魚市場は、広域的な地盤沈下に加え液状化による沈下が発生。満潮時には水があふ

れる状況（被災時の写真左）。 

・応急復旧としてフォークリフト乗越し路が整備された（被災時の写真右）。 

・市場にあった自動選別機、フォークリフト、ベルトコンベアー等が流出。 

・現在は復旧している。 

 

魚市場の冠水状況 応急復旧されたフォークリフト乗越し路 
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【志津川漁港】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事象 教訓 対策

漁
場

瓦礫堆積
がれき撤去にかかる人員を漁業関係者から集め、
いち早く撤去を開始した。

被災直後の混乱で行政が十分に動けない
時期から着手したことで、早期に撤去で
きた。

○漁業者に対して事前に召集
することを取り決め

漁具流出
（漁網・
養殖施設）

漁具の一部を漁港から離れた高台の地区で保管
していた。

一部の漁具が被災を免れ、早期の漁業再
開に寄与した。

●漁具の高所保管

養殖用資材が流され、調達について、海外製品
も支援されたが品質上で問題となる製品もあっ
た。

品質が確保された養殖資材の調達先を準
備しておく必要がある。。

○養殖資材の調達先の複数確
保

資材不足のため、争奪戦になり、中国・韓国か
らの資材を受け入れた。同じ径でも切れること
もあった。

予備の漁具があれば、もっと早く定置網
漁業が再開できた。
ある程度の漁具は、高台等にストックし
て置けば良かった。

○予備の漁具の確保

漁
港

瓦礫堆積

漁港内用地の瓦礫処分は漁協主体で手作業で
行ったため、かなりの重労働であった。

最低限ユニック、フォークリフトがあれ
ば、効率的に瓦礫の撤去ができた。

○フォークリフト・揚重機等
の陸揚げ支援機器の手配。協
力機材のリストアップ・提携

瓦礫について、仮置場では無い場所にも、瓦礫
が積み上げられていた。

瓦礫等の仮置場を事前に決めておく必要
があるとともに、その後の処理方法につ
いても、事前の検討が必要である。

○瓦礫撤去場所の確保
○瓦礫処理方法の検討

道路部の撤去は早々に終わっていたが、側溝部
については撤去が遅かったため、自社で撤去し
た。

側溝排水が必要な区間は早急に手配する。 ○側溝排水の瓦礫処理手配

岸壁倒壊

陸揚げ施設の復旧が間に合っていなかったので、
陸揚場所が限られていたため、船を係留する施
設が無いので、沖に停泊させて船外機で通った。

陸揚げ施設の復旧工事と陸揚作業が重
なっていたので、三者協議会（漁業者＋
施工者＋組合）を頻繁に行い調整する必
要があった。

●関係者会議による調整
○耐震強化岸壁の整備

多くの係留施設が被災したため、限られた場所
から陸揚げした。

発災時における緊急物資の海上輸送に資
するとともに、水産物の水揚げ機能を維
持するために、耐震強化岸壁を確保する
必要がある。

●岸壁の早期応急復旧嵩上げ
○重要岸壁の耐震強化

西漁港について、係留施設が出来るまで。個々
が勝手に沖で係留したため、航路すら確保でき
ない状況になった。

復旧期間の係留に関する取り決めをがあ
れば、問題無かった。

○復旧期間の係留ルール構築

漁船の確保

漁船の確保にあたり、当初は個人個人が、自分
の人脈で手配した。

漁船の手配について、何か取り決め他県
との協定等をしておけば、スムーズに漁
船を確保出来たかもしれない。

○他の地域の漁協等他県も含
めと協定を締結し、漁船調達
に関する相互連携体制の構築

発災後の漁船の避難に対する取り決めが無かっ
た。

沖合避難に関する取り決めがなかったた
め、個人の判断で、避難の有無を決めた。

○漁船避難に関する取り決め

係留施設が被災し、漁船は沖泊することになっ
たが、沖泊に関する取り決めが無かった。

個人の判断で漁船を停泊させたため、航
路の確保が出来ず安全航行に対して問題
になった。

油の不足
ガソリンスタンドが被災したため、燃料の調達
に苦労した。当初は地下タンクを使用。以後、
気仙沼からローリーで運搬。

ガソリン、軽油などの耐震構造の燃料備
蓄体制構築や広域での調達ルートの確保
が必要である。

○広域での燃料調達ルートの
確保

機材流出
（陸揚台・
ベルコン）

個々で必要な資機材を手配したが、出来る人と
出来ない人がまちまちで、地域として必要な資
機材を効率的に手配できたとは言い難い状況で
あった。

地域として必要な資機材を集約する窓口
があれば、効率的な手配が可能となる。

〇被災時に地域として必要と
なる資機材の情報を集約する
体制の構築

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策
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事象 教訓 対策

市
場

荷捌所の
機能不全

秋鮭の陸揚げを行うためにはベルトコンベア等
機材を使用するため屋根付きの荷捌き所が必要
であり、仮設テントを設置した。

仮設テントの設置により、雨や風をしの
げるようになり、選別機も使用可能とな
り効率的で衛生的な陸揚げが実現できた。

●仮設テントの設置

仮設テント設置を基に出荷増をしたが、壁も作
業環境も良くなく、簡易な仮設トイレで衛生面
に欠けた。

衛生面を考慮し、高性能な仮設トイレを
設置すべきだった。

○衛生面の確保された仮設ト
イレの手配

氷・水の不
足

応急給水のために、議員のコネクションで、ミ
ルク運搬用の車両・運転手を調達。

概ね１か月程度で給水を開始できた。 ○周辺自治体等との災害協定
の締結により、機材等の調達
に関する相互連携体制を構築

製氷・冷凍施設が被災したため、市場で必要と
なる氷、漁業で使用する餌を保管することが出
来なかったため、冷凍コンテナを設置した。

氷や餌を保管できた。 ●冷凍コンテナの設置

加工場以外の氷は少し遅れた復旧となった。 早期に共同出資者と集め、早々に製氷施
設を復旧させる必要がある。

○製氷施設の復旧のための共
同出資体制確立

電気の不足
電気の復旧が遅れていたが、自家発電機を手配
した。

電気復旧前、冷蔵庫やベルトコンベア等
の機材を稼働することが出来た。

〇自家発電機の確保

加
工

腐敗物処理
残滓処理施設はあったが運搬手段が無かったが、
今回はたまたま、気仙沼の業者が運搬してくれ
た。

早急に処理運搬業者を確保する。 ○残滓処理運搬業者の確保

原材料の確
保

原材料秋鮭については、当初、北海道の業者か
ら仕入れていた。

加工可能量に対する原材料の確保が必要
である。

●原材料の代替確保先確保

加工・冷蔵
機能の確保

高台の冷凍冷蔵施設は被災を受けなかったが、
停電のため、稼働出来なかった。冷凍冷蔵施設
を運転するために発電機を準備した。

高台に設置され、津波等により被災しな
い場合でも、停電になる場合もある。高
台と低地にある施設の連携を強化するこ
とで、一定量の加工量を確保する必要が
ある。

○加工場間の連携強化

車両の不足
流通機能確
保

運搬荷物が少なくなったため、大手の運搬業者
は数ヶ月撤退した。荷物不足により１社は２ヶ
月間撤退した。

輸送業者間の連携を密にして、空便ので
ないようにすれば、発災後荷物を運搬す
ることが可能である。

○輸送業者の連携体制構築

地域全体の早期
復旧

岸壁復旧手順や製氷する氷の種類等行政主導で
十分な議論が不足していた。

事前に被災した際に適切な工事手順や施
設で必要となる機能などを議論していれ
ば、より効果的な復旧が実現できた。

○被災後の状況を想定した、
復旧方針の事前検討

被災施設の早期復旧に向けた、各種地域業社と
の連携体制がなく、情報が入らなかった。

被災施設の復旧に向けた、行政と地域業
者との役割分担の明確化と仕組み・ルー
ルづくりが必要である。

○連携体制の構築

補助金制度が複雑なため、申請に時間が掛かり、
復旧に遅れが出た。

災害復旧のための補助金制度は多種ある
ので、早々に申請が出来るように、日頃
から知識を身につけておく必要がある。

○補助金制度の説明会

３月２３日に高台にある森林組合の一室を借り
て漁業組合員が集合した。

会議の開催により、関係者で情報共有が
でき、役割分担化が図られた。また、人
材確保などの面でも連携が図られ、効果
的であった。

●関係者会議の開催

早期復旧に向けて人材の確保が必要になり、緊
急雇用で対応した。

震災後、早々に人材確保出来るような
ルール作りを行う。

○人材確保づくり

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策



40 
 

●被災時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東日本大震災による水産関係施設の地震・津波被害に関する調査報告（水産総合研究センター） 

 

●復旧後（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ｄ漁港の魚市場（被災時の写真左）、製氷施設（被災時の写真右）は津波で壊滅的な被

害を受けた。 

・現在は復旧している。 

被災した魚市場 被災した製氷施設 
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【e 漁港】 

 

 

 

 

 

   

事象 教訓 対策

漁
港

瓦礫堆積

がれき撤去に際して、仮保管場所は原釜地区の
共同集配施設と背後の丘の間の漁港環境施設用
地が利用された。

陸上にがれきを揚げる際、人力では大変。
特に漁場での撤去は公的な対応が期待でき
ず、漁業者のによる対応も多い。

○フォークリフト・揚重機
等の陸揚げ支援機器の手配。
協力機材のリストアップ・
提携

航路・
泊地埋没

航路の水深や瓦礫の状況は、しばらく確認が困
難であった。

人的な捜索が優先されるが、瓦礫が撤去さ
れないと捜索もままならない。早期の瓦礫
撤去、瓦礫堆積状況の周知が必要。

○航路上の水深や瓦礫堆積
状況の公的調査情報の公開

漁
港

岸壁倒壊
地盤沈下や倒壊により背後用地・荷捌所ととも
に岸壁も損壊した。

荷捌所のうち被害の少なかった平成21 年
増設部の応急復旧と連携して岸壁、背後用
地を応急復旧した。

●岸壁の早期応急復旧嵩上
げ
○重要岸壁の耐震強化

油の不足
漁船に給油するための給油施設やタンクは壊滅
的な被害を受けた。そのため小型タンカー２隻
を要請し、給油タンク代わりに用いた。

小型タンカーによる給油体制が整うことで
遠方からの漁船も入港可能となり、大船渡
漁港での陸揚げ再開に寄与した。

●給油タンカーの要請

漁具倉庫の
機能確保

陸上の漁具は、普段は漁港の漁具倉庫に保管し
てあるが、倉庫も被災したため流失した。

新規で購入する場合でも、漁具の取り扱い
店が規格等は記録している。資金・支援が
あれば入手は難しくない。

○浸水   の少ない漁具保管
場所の確保
○保険加入

市
場

荷捌所の
機能不全

陸揚岸壁の沈下や倒壊、用地の損壊とともに損
壊した。平成 21 年増設部の被害が比較的小さ
かったため、相双地区の水揚げ拠点として対応
できるよう、岸壁・用地とともに優先して応急
復旧を図った。

荷捌所の要件として、屋根があり、床の平
坦なことに加え、保健所の営業許可を得ら
れる清潔さが必要。仮設テントでの対応は
困難。断水だと清掃ができず、食品の取り
扱いができない。

●荷さばきスペースの確保
応急復旧
○取り扱い環境の洗浄水の
確保

市
場

氷・水の不
足

製氷施設が被災したが、電気系統の故障程度な
らば、修理で対応可能。問題は、断水で製氷水
が確保できないこと。製氷機能の復旧には時間
を要するが、漁業の再開まで期間があり復旧さ
れた。

氷確保は、水の確保がなされていることが
前提。搬入水の活用は考えられるが、買受
業者が使用する水の確保とセットで行わな
ければ売り先がない。主要仲買業者は製氷
機を保有しており、災害時の連携を考えて
おく可能性はある。

○内陸の製氷施設との連携
○主要買受業者の製氷機能
の連携方策の計画

電気の不足

魚市場事務、漁協事務の備品の多くが被災した
が、漁業の再開まで期間があり復旧された。

最大規模の被災ではなく、上階での事務機
能が免れた時には、小規模の電源でもあれ
ば、浸水箇所の清掃が済めば流通機能の再
開が容易であり、予備電源の確保は重要。

○ソーラーパネル・蓄電池
等自家発電の確保
○必要な資機材のリスト
アップ

荷捌所、共同集配施設等の備品の多くが被災し
たが、漁業の再開まで期間があり復旧された。

衛生管理の一環で荷捌場内のフォークリフ
トの電動化が図られたことを考慮すると、
被災後でも事務用電力にとどまらず、一定
の動力用の電源を確保できるのが望ましい。

○各資機材に必要な電圧等
のリストアップ
○発電機の確保

加
工

加工・冷蔵
機能の確保

買受業者は、冷凍冷蔵庫に保管していたものが
被災し、流失したものと、停電下でも一定期間
保冷され他所冷凍冷蔵施設に移送できたものと、
移送が間に合わなかったものがある。

廃棄物の分別処分等のルール適用が、災害
下でも徹底されると、対応できなくなるこ
とがあり、非常時の対応を予め決めておく
ことが大事。
被災していない地域の専門業者に協力要請
する視点もあるかもしれない

○腐敗物を生じさせない事
前の移送連携先の確保
○災害時における腐敗物処
理方法の確立、体制づくり
○専門作業員の確保被災し
ていない地域の専門業者へ
依頼

地域全体の早期
復旧

発災後の情報交換、協力要請等の連絡等、所管
すると考えられる部署単位で、各々が手探り状
態で対応した。被災者でありながら対策も担当
する負担は大きかった。

できるだけ事前に対応体制が準備されてい
れば、担当者の無駄な負担は軽減でき、対
応を後回しにせざるを得ない状況を減らす
ことが可能 。

○連絡体制の確立

震災時、データのバックアップを取っておらず、
パソコンの浸水や流出によって業務上必要な
データの復旧にかなりの時間と費用を要した。
また、津波により機械類の資産台帳等も流出し
たため、震災前に所有していた機械類が分から
なくなってしまい、復旧作業に遅れが生じた。

市場の売上伝票や経理関係の資料、機械類
の資産台帳などのバックアップを取ってお
けば良かった。

○データ管理場所の高所化
○データのバックアップ
○資産台帳のバックアップ

●実際に実施した対策

〇実施していればよかった対策
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●被災時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東日本大震災による水産関係施設の地震・津波被害に関する調査報告（水産総合研究センター） 

 

●復旧後（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ｅ漁港の荷さばき所は、津波により施設全体が被災（被災時の写真左）。 

・給油施設はタンク３基ともコンクリート基部を残して流出（被災時の写真右）。 

・現在は復旧している。 

被災した魚市場 被災した給油タンク 
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②復興まちづくりに関連した課題と対策 
 

表 1-1-1 復興まちづくりに関連した課題と対策 

 

 

項　目 教訓を踏まえて必要な対応 東日本大震災被災漁村復興経緯からの学び

Ⅰ
漁村復興
まちづく

り
(その1)

・事前の高台等における一次避難場所や緊急
時医療・福祉機能や施設の確保
・地形や津波シュミレーションにより孤立が
予測される地区への支援体制の確立
・住民安否確認と連絡網の整備システムの構
築等

被災直後の衛生的で少しでも快適かつ最低限のプライバ
シーが確保できる一次避難場所の確保、非常時用飲食品
他日用品の確保、津波により孤立した地区との連絡・ア
クセス手段の確保、医療・福祉体制の確保、住民の安否
確認と連絡網の構築など被災直後の対応が必要十分にで
きていた地区は少ない。

（避難所とコミュニティ）
被災前の集落ごとに避難所を再編し、コミュ
ニティの維持と復興に関する話し合いがしや
すい体制をつくる

被災者は被災当日に複数の避難地に分かれてしまうが、
復興に関する話し合いを円滑にすすめるためにコミュニ
ティを単位とした避難所の再編を行なった。

以後の復興に影響しない場所への建設
仮設住宅が予定より長く入居することとなり、当該場所
を復興計画で活用できなかった。

仮設住宅候補地となる場所に瓦礫一次保管を
しない

瓦礫保管した場所が仮設住宅の候補となったが瓦礫が撤
去できず他の場所に建設した。

公営住宅や移転宅地の用地を優先的に確保
し、仮設住宅の用地が確保できない場合には
集落外につくる

公営住宅や移転宅地の用地を優先的に確保し、仮設住宅
の用地が確保できない場合には集落外につくることで、
集落内での移転を可能にすることができた。

小項目

1）初期対応

2）仮設住宅の整備
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3）
合意形成

地域に関係する組織、属性の全ての意見を踏
まえて計画案を作成する必要

合併前旧自治体中心地等多様な立場や意見の異なるの住
民への個別のヒアリング、意思決定を行う会議への参加
を促すこと。

被災者と非被災者の間の意見の相違とそれに
よる合意形成の遅れへの対処

復興計画策定の場への参加が被災者のみになりがち。自
治会長等を通じた非被災者への呼びかけ。

漁港背後の土地利用等を決めるために漁業者
間の合意形成が重要

共同作業場など、共用空間を決める際には、復興後に地
区としてどのような操業を行うのかを考える必要がある
（計画の前提になるため）

日常的にまちづくりを推進する組織があるこ
とが重要

まちづくり協議会が全地域で組織されており、地域の将
来を意思決定する主体が明確だったことから復興計画の
策定が早期に実現。

自治会等の地縁組織や漁協組織など、各地区
で有効に機能していた地縁的組織を中心とし
て代表性を確保することのできる検討組織を
つくると意思決定がスムーズ

・地縁組織や漁協を中心とした自治組織が機能している
場合には、復興プロセスにおいて集落の意見が一元化さ
れやすい

・被災前からコミュニティの結束力が強い地域では、早
期に復興のための住民組織が立ち上がり、有効に機能し
た

・地域が主体となって検討を進めることで、インフィル
型の高台移転や、砂浜を残すための防潮堤の線形変更な
ど柔軟な事業計画が実現している

・自治会等の地縁組織が中心で、その他様々な団体で構
成することで地域としての代表性を確保することで一定
の効果が得られた。

・コミュニティ推進協議会が行政、コンサルタントとの
協議の窓口として機能した。

早い段階で代表性と透明性をもった検討体制
の構築が必要であり、住民組織間で調整がで
きない場合には行政や外部支援者が協力する
ことも必要

・被災後に町内に複数の組織が生まれると様々な議論や
検討が活発にされるものの、相互調整が難しくなり、住
民提案を一元化することができないといった課題があ
る。

・地縁的コミュニティ組織とは別に外部支援者が関与す
るかたちで住民組織がつくられ検討された事例もある
が、これが正式な住民案として意志決定されないことも
あった。

早い段階で地区単位等のまちづくり組織を設
立するなど検討体制の構築が必要

総合支所毎などの既存のまちづくり組織は被災後は機能
しないことがある。

様々な意見交換を重ねながら長期的な課題に
ついて議論を行なっていくうえでは有効な手
法でも、スピードが求められる復興プロセス
においては意思決定が可能なまちづくり組織
の方が向いている

広く市民の意見を聞く大規模な住民参加（市民１００人
会議など）の運営によっては反対意見や対立構造が先鋭
化する危険もある

行
政

(役場内の検討体制)

住民調整を一元的に行う窓口となる部署を決め
ることが望ましい

・さまざまな所管の事業を水産振興課が一元的に集約し
て住民との調整を進めることで円滑に住民調整が進めら
れた。

・震災復興課→震災復興部）初期段階では土木分野が先
行しても、復興の段階に応じて産業やコミュニティなど
総合的な検討をすすめるために、新しい部署を設置する
ことで対応。

早い段階で行政と地域との役割を明確にし
て、連携体制を構築することが必要

地域主体の事業を地域が検討し、基盤整備に関わる事業
を行政が検討し、整合を図るという検討プロセスを構築
するなど、行政と地域の役割分担を明確にして連携がう
まくいった事例がある。

地区組織の代表組織などが行政とのパート
ナーシップ体制を日常的に構築しておくこと
が理想

被災直後は行政も人材不足になることから、地区組織の
代表者組織（コミュニティ推進協議会など）が機能する
ことで、行政の調整機能を補完することができる

（住民への適切な情報提供と個々の知恵）
復興単位毎の復興計画・対応事業等を地域に
応じたかたちで一体的に分かりやすく住民に
情報伝達する方法を自治体は確立しておく必
要がある。
また、各官庁所管事業制度の運用等につい
て、自治体は積極的に地域の状況に応じた柔
軟な対応の可能性を探る努力を惜しんではな
らない。

・多くの自治体(※特に大規模合併市)で、漁港、防潮
堤、道路、集落復興関連（防集、漁集他）の事業計画や
制度内容が複雑な上に、事業単位での住民説明会が開催
され、徐々に住民の意欲や関心が薄らぎ、説明会への出
席率が低下する例が多い。
・それぞれの事業制度情報が、地域特性に応じて各自治
体で咀嚼されて住民に伝達されるのではなく、所管官庁
等の情報がそのまま伝えられ、柔軟な対応ができていな
い場合が多く、住民の不満の要因となっている。

住民
コミュニ
ティ

行政と地
域コミュ
ニティと
の連携
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権限を持つ部署との連携のもとにマスタープ
ランを策定するなど計画の位置付けを明確し
ておく

地区においてマスタープランを作成した場合において
も、マスタープランの策定担当課に復興事業の実施権限
が与えられていない場合、行政内部において実際に活用
されないこともある。

マスタープランの計画づくりにおいては、事
業スケジュールも踏まえたプロセス、各管理
主体の事業間調整についても考慮が必要

全体計画が総合的に検討され、合意形成を得たうえで、
個々の事業が実施されていくことが望ましいが、復興の
過程では住民組織が中心となってマスタープランを検討
したとしても、個々の事業が先行して実施されることも
ある。

シミュレーションによっては適用可能な事業
手法が限られる。事業手法の運用にあたって
は複数の事業を検討するなど柔軟な対応が必
要。

シミュレーションによる一律の基準が採用された場合、
災害危険区域の設定ができないため、防災集団移転促進
事業が選択できないケースが発生した

漁業集落においては条件が整えば災害危険区域に指定せ
ずに漁業集落防災機能強化事業で実施することで、移転
を希望しない世帯が多く残る場合や、個別移転にも対応
可能になる

宅地ではない雑種地等の取扱について、宅地と雑種地が
分筆されていないことも多く、防災集団移転促進事業で
の実施が困難

漁業関連用地ではない低地部のかさ上げにおいては区画
整理事業を実施する選択肢もあるが、都市計画区域に編
入する必要があるが、市では独自に低平地事業を創設し
て対応した。

低地が広がる場合には多重防御、区画整理事業などを活
用。名取市、防潮堤と高盛道路の多重防御。居住地はか
さ上げにより区画整理事業によって整備。ただし、高台
移転を望む住民が多い場合には現地再建をのぞまない住
民が多く、転出する人口が増加することも課題

事業によりメリット・デメリットが違うの
で、適切に事業を組み合わせることが有効で
あり、適切な事業選択が必要。

防集で歯抜けの土地が点在し、後の計画策定に制約が生
じた。

（効果促進事業の活用）
集落固有の課題に対応するために効果促進事
業の有効活用を検討する

・家屋移転跡地に６次産業施設を整備した事例がある

・公有地と私有地を一体的に整備した

（防集事業①）
漁集事業と防集事業のメリット・デメリット
を明確に評価した事業連携が必要

・漁集単独事業を実施した地区以外は殆ど、防集事業+漁

集事業の組合せ事業タイプであったが、先ず防集ありき
で、漁集事業は移転跡地（低地）の有効利用事業として
利用。

（防集事業②）
できるかぎり住民間の要望を把握してここの
ニーズに合わせた計画づくりを行う

防災集団移転促進事業の計画面積は平均１００坪である
ため、移転希望者の個々のニーズを細かに把握しながら
調整していくことで、それぞれが必要とする面積を調整
しながら計画することもできる。被災前に大きな敷地を
持っていた家、漁業や農業を営む世帯は大きめの敷地を
希望する傾向がある。

（防集事業③）
住民合意が取れれば基準よりも少ない面積に
することで、限られた用地を有効に利用する
こともできる（全員の集落内での再建も可能
に）

集落内での合意のもとに、基準面積の１００坪よりも小
さい面積での計画を行うことで、希望者がより集落内の
高台に移転した

事業に時間がかかると高台移転をあきらめて自力で住宅
建設する住民もうまれてくるため、需要の把握を随時
行っていくことで空き区画を極力生まないようにする必
要がある

土地区画整理事業と防災集団移転促進事業を併用する場
合、既存宅地を売却して自力での移転をする住民が多く
発生することが想定される

（防集事業⑥）
集落内のコミュニティの単位などのまとまり
を把握しておく

漁業集落防災機能強化事業を活用することで、大規模な
高台造成を行わなくとも、既存のコミュニティの単位を
維持できるように、それぞれのエリアの高台部分に個々
に移転を実施した。

(漁集事業①)

移転住宅や災害公営住宅においては漁具置
き場などの用地が限られてしまうことから
漁具置き場などの計画を事前に検討してお
くことが望ましい

※住居計画と漁具置き場
※高台移転地余裕用地の漁業関係利用

漁業者にとって必要な漁具置き場について検討が必要。
２戸で１棟の長屋形式として間に倉庫を設置する工夫も
見られる

7）事業選択

各事業手法を適用した場合のメリットやデメ
リットについて理解を深めておく（漁業集落
防災機能強化事業の特徴等）

（防集事業⑤）
浸水想定区域外にある高台移転の候補地をリ
スト化しておく

集落のつながりを維持することを目的に、既存の集落に
近い位置、被災しなかったエリアに隣接する場所への移
転が実現するとコミュニティへの影響をおさせることが
できる。

（防集事業④）
住民意向把握を随時実施して需要の変化を把
握することが必要
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水産利用用地の需要は減少しているため、土
地利用についての検討が必要だが、低地部を
整備するための事業制度が限定的であり、集
落の低地部を全体的に整備するためには事業
の工夫が必要

・地震により地盤沈下が発生する場合があり、防潮堤で
安全が確保されたとしても、排水対策のためのかさ上げ
が必要になる場合がある。

・低平地整備事業など効果促進事業を有効活用した

・移転跡地にまとめて作業所や倉庫を建設することで移
転地の面積減少への対応を図ることも可能。

公有地と私有地が混在することもあるため換
地などの手続きも必要（時間がかかるため簡
単ではない）

災害危険区域が指定されたとしても漁具倉庫や作業場と
して利用することを想定して住宅跡地を売却しない人も
いるため、低地の面的な整備を行ううえでの課題とな
る。

公有地と私有地が混在した状態で一体的に利
用できるような住民調整が必要

低地部の私有地と公有地を統合して一体的に利用可能と
することで事業者の募集を行った。

事前に地籍調査等を実施し、被災時の低地利
用計画や事業実施を前提とした事前シュミ
レーションが必要

低地利用計画策定に当たり、土地所有や区画、面積等の
情報が十分に整理されていなかったことから、復興計画
策定と同時並行で地籍調査を実施せざるを得なかった。

低地部の利用においては住民参加による活用
も検討する

地域が主体的に管理する低地部の多目的広場等の整備の
ための補助金が設立されており、この制度を活用するこ
とで地域主体での管理運営も可能。

個人の漁業関連用地を含む低地部の整備にお
いては低平地整備事業など効果促進事業を有
効活用することを検討する

個人が私有地として利用する漁業関連用地の整備には補
助金を活用することができないため事業的な工夫が必要
になる。

道路と沿道の商業利用などの理由でかさ上げ
が望まれる場合などがあるが、集落の低地部
を全体的に整備するためには事業の工夫が必
要

効果促進事業を活用できるとよい。町が独自に残土を活
用した事例がある。

外部支援者が関わる場合ケースでは、行政や
コンサルタントとの役割分担や交通整理が必
要

専門家が行政やコンサルタント、外部支援者の間に入
り、役割分担や交通整理を行なったことで円滑に調整が
進められた

計画の精度と意志決定のスピードなど様々な
要因を勘案しながら支援者との調整を図って
いく必要がある

様々な支援者、大学が関わる場合には様々な意見が出さ
れる一方で意志決定が遅れたり意見の集約が遅れ、最終
的に自治会が主導するかたちで再編された事例もある

平時から関与しているコンサルタントや外部
支援者とのネットワークを維持しておく

震災前から縁のあるコンサルタント、外部支援者がいる
場合には、地域のことを熟知していること、信頼関係が
あることから、復興事業が円滑に進む

（拠点機能・施設の集約）
まちづくりにあたり拠点となるような施設等
は事前に計画を検討するなど、被災後迅速に
意思決定できる準備をしておく
※全体計画があって、漁村復興まちづくりも
ある(串本の例→高規格道路整備の波及→大
規模工事をうまく使う)

内陸部での高規格道路の計画等が見込まれる場合はイン
ターチェンジなどの周辺において拠点形成を実施してい
くことも想定される

（商業エリア計画）
商業立地など道路計画などに大きな影響を受
けるために移転が困難なこともあるため(漁
業と同様属地的生業)、被災前から検討して
おくことが望ましい

商業者の場合には商売に適した立地があるために高台移
転などが難しい場合もあり、漁業者との意見相違が生ま
れることもある

（残土処理）
防災集団移転促進事業の実施等において発生
する残土の移動距離をできるだけ短くするこ
とができれば効率的に復興事業を進めること
ができる。
※自治体独自の取組・効果促進事業等をうま
く使う

仮置できる場所の確保が必要。起工承諾として土地所有
者に許可を得て、必要な経費を支払うことによって住民
もある程度の現金収入を得ることができる

（自治体独自の補完的事業創出）
東日本大震災で活用された、復興交付金基幹
事業が将来的にも国の復興支援事業の基本と
なると考えられ、これら基幹事業で不足する
と考えられる部分について、事前に自治体に
よる補完的独自事業や制度を検討しておく必
要がある。

「低平地整備事業」（市独自の地盤嵩上げのための残土
活用事業）等、自治体独自で国の事業では対応出来ない
内容を補完することが可能。

10）計画技術

8)低地利用

9）外部支援者の係
わり方
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被災直後の迅速な災害査定調査と早急な復興
事業の実施
・果たして全漁港の原形復旧が必要か否かの
議論（漁港・漁村の機能分担・集約化等の事
前の議論と方針）

水産庁による迅速な対応をほぼ全ての漁港で実施。
※短期集中型の関係技術者支援
※漁港建設業界の効率的事業実施体制の構築
※資材・建設費高騰問題　に対応した。

主要漁場（東日本の場合、区画及び定置漁業
権漁場が主対象）の迅速なガレキ撤去
・事前の重要漁場の設定と優先順位検討

水産庁による迅速な対応をほぼ全ての対象漁場で実施。
※漁港建設業界の効率的事業実施体制の構築
※資材・建設費高騰問題　に対応した。

漁集事業により整備される用地のうち、漁具
倉庫用地等上もの施設を想定した用地整備と
上もの施設整備が同時期に実施されることで
事業の効果的進捗が得られ、漁港・漁村の機
能分担・集約化等の事前の議論と方針を前提
に、事前復興計画において複数事業実施地区
を設定しておくことが効果的である。

C-5漁集事業、C-7水産業共同利用施設復興整備事業や効
果促進事業等を計画的に実施することで効率的に事業を
進めることが可能。

被災を機に主に高齢漁業者を中心に漁業を引
退する者が見られ、区画漁業権の利用率の低
下が見られ（密植状況から粗放化が進むプラ
ス面もあり）、民間企業を含めた担い手確保
が課題。
・水産政策の改革の方針を念頭に、地域の実
情に応じた区画漁業権等の適正利用計画・方
針等の事前検討

高齢漁業者を中心とした漁業離職により、漁場(特に区画
漁業権)の使用率が低下したため、漁場環境の向上と1人
当たりの漁獲向上が図られた一方、漁場の有効活用がで
きていないという声があり、企業やUJIターン者等を含め
た担い手確保が課題であり積極的。

各種経営支援施策はきめ細かく実施された反
面、返済が必要な融資に変わりはなく、返済
能力や意欲に乏しい漁業者(特に高齢漁業者

等)の漁業外業も見られた。

・西日本地域の漁業は疲弊している場合が多
く、財政対応が十分機能するか不透明な部分
も多い中、事前に中核的漁業者や漁協経営基
盤の強化を進めておく必要がある。

※水産関係無利子化等事業（復興対象日本政策金融公庫
資金・漁業近代化資金・漁業経営維持安定資金の実質無
利子化と日本政策金融公庫資金の無担保・無保証人化
※漁業者等緊急補保証対策事業(無担保・無保証人融資支
援)
※漁協経営再建緊急支援事業（漁協借入資金の実質無利
子化）

漁業者の漁業経営再開に大いに貢献した。
・西日本地域の漁業は疲弊している場合が多
く、財政対応が十分機能するか不透明な状況
下、事前に中核的漁業者や漁協経営基盤の強
化を進めておく必要がある。

※漁船等復興対策
漁協等が行う漁船の建造、中古船の購入、定置網等漁具
の導入や漁業者グループによる省エネ機器整備の導入支
援

漁業・養殖業生産者の事業継続に大きく貢献
した。
・西日本地域の漁業・養殖業は疲弊している
場合が多く、財政対応が十分機能するか不透
明な部分も多い中、事前に中核的漁業者や養
殖生産者の経営基盤強化を進めておく必要が
ある。

※がんばる漁業復興支援事業
地域で策定した復興計画に基づき、震災前以上の収益

性確保を目指し、安定的な水産物生産体制構築を行う漁
協等に対し、3年以内に必要な経費（操業費用、燃油代
等）を支援
※がんばる養殖復興支援事業
地域で策定した復興計画に基づき、5年以内の自立を目標
に、生産の共同化による経営再建に必要な経費（生産費
用、資材費等）を支援

本来、生活と生業の場が一体に形成されてい
た漁港漁村で、高台移転等により生活の場と
生産の場(漁港漁場等)が距離的・空間的に乖

離した場合の生産活動の不便さの解消

現地復旧や里山復旧の場合、さほど生活の場から生産の
場へのアクセスに問題は生じていないが、高台移転先が
既往集落から遠くなると、さまざまな問題が生じてい
る。

漁業地域の早期復興にあって、現在全国で着
手されているＢＣＰを圏域単位で策定し、関
係者に周知することが極めて重要。

東日本被災地漁港・漁村の場合、殆どの地域で漁業ＢＣ
Ｐは未策定

西日本の場合、東北三陸ほど漁業・養殖業に
勢いがないため、漁業の現状の正確な把握と
持続可能な漁業生産形態のあり方についての
事前の検討が必要。

東日本被災地はもともと優れた漁場に恵まれ、漁業・養
殖業が盛んな地域であったことと、わかめ養殖等とりあ
えず簡易に着手できる養殖業があったことから10年目に
して7割の生産復旧に達している。

陸揚げ拠点漁港における漁港応急措置（陸揚
岸壁機能再生）や敷地のガレキ撤去等と合わ
せた簡易市場施設の導入

拠点漁港市場機能の早期復旧のため、テント構造の仮市
場設置

被災前の加工団地の早期復旧や、漁港背後地
の狭隘性から漁港と一体化した加工流通団地
が未整備だった大規模漁港背後での新たな団
地整備。

土地区画整理や漁集事業と組み合わせた加工・流通団地
の整備事例がある

今後の被災に対して、東日本大震災時と同様
の支援があるとは限らないが、様々な組織か
ら経営を支援する事業が創設されることを注
視することが必要。

※水産関係無利子化等事業（復興対象日本政策金融公庫
資金・漁業近代化資金・漁業経営維持安定資金の実質無
利子化と日本政策金融公庫資金の無担保・無保証人化

2）被災低地の加工
団地化

4）流通加工ＢＣＰ

漁業地域の漁業再生を推進するに当たり、流
通加工体制の再生は不可欠である。早期復興
にあって、現在全国で着手されているＢＣＰ
を圏域単位で策定し、関係者に周知すること
が極めて重要。
・漁港や漁港周辺に必ずしも立地する必要の
ない加工場等の事前高台配置等

東日本被災地域の流通加工の場合、殆どの地域で漁業Ｂ
ＣＰは未策定
※被災前から高台に立地していた志津川町の水産加工団
地は、被災後も従前通り稼働。

7）がんばる漁業・
養殖復興支援←事
前の経営想定

8）住まいと生産の
場の乖離対策

9）漁港ＢＣＰ

※その他

1）初期対応
Ⅲ

流通加工
復興

Ⅱ
漁業再生
漁 港 漁 場
等
基盤施設
復興
(その2)

3）経営支援

1）被災漁港の早期
原形復旧
漁港利用の現状(必
要・不必要施設)の
確認

Ⅱ
漁業再生
漁港漁場

等
基盤施設

復興
(その1)

6）共同利用漁船の
早期供給←ルール
づくり

5）経営支援(漁業
者、漁協)

3）複数事業の効果
的組合　せ

4）漁業者減少と漁
場利用の有効化

2）被災漁場の早期
再生
漁業法の改正→漁
場利用の開放との
関係(区画と定置)
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Ⅳ
その他
（その
１）

（事前復興計画技術と計画マニュアル）

東日本被災地復興、特に、漁業集落単位の復興計画技術
が十分確立されておらず、手探りの中、進められた感は
否めない。ただし、復興まちづくりに効果的であった、
①住民ワークショップの開催、②模型やモンタージュ等
復興整備後の明確なイメージの提示等は活用すべき技術
と言えよう。一方、人手が圧倒的に不足する中で、効率
的・効果的に復興計画を策定、実施することが可能。

東日本大震災の復興事例に学ぶ、復興集落単
位の事前復興計画技術（住民の事業制度等の
理解と合意形成→復興マスタープラン→事業
計画）を確立し、周知するとともに、被災後
の円滑な事業実施に結び付けていく必要があ
る。

①分かりやすい復興交付金基幹事業毎の計画マニュアル
不足(※特に漁集事業)
②復興漁村まちづくり単位の計画技術マニュアルの不在
③その他

（行政の縦割り）

復興事業は、各省庁が所管する復興交付金基
幹事業を軸にそれらを組み合わせて事業の計
画・実践が行われたが、対象事業毎に自治体
の所管部署が異なり、相互連携が図られない
場合も多く、復興対象空間と投入する復興事
業・計画を調整・統括する機能や部署の創出
が求められる。

・広範囲にわたる大規模災害に際し、復興に
関わる過剰な事務処理・計画策定に必要な自
治体職員の人材不足を補完する体制づくりが
必要。

東日本被災地全ての自治体に言えるが、特に復興対象漁
村が多い大規模合併市町で、技術職員等の被災が多かっ
た自治体が顕著。

事前復興計画時点の社会経済状況と実際の被
災時期にはタイムラグがあり、事前復興計画
は、数年毎に時代状況に応じて、評価され、
再検討し、ブラッシュアップの必要がある。

東日本被災地の漁業・漁村復興まちづくりの計画が策定
され実施されてきたが、その後の漁業や社会経済状況の
変化に応じた、既往復興施設や機能等の評価と再活用の
可能性の議論がある（高台移転地、災害公営住宅、土地
区画整理地区、漁港、高スペックの衛生管理市場等）。

・東日本被災地復興に学べば、漁村復興防災
まちづくりハードが完成しても、①被災者の
心や安心のケア、②新旧コミュニティの再
生、③大規模復興事業により大きく変化する
であろう生活や生産活動の利便性の回復、④
同じく景観再生などソフト面の対策が車の両
輪的に考慮される必要がある。
・また、経済社会指標の一環した縮減トレン
ドを見越した“身の丈に合った復興”を目指
す必要がある。

被災10年を経て、東日本被災地では、ハード面での復興
は表面的には進んだが、高齢独居世帯の増加や孤独死、
コミュニティの再生、生活・生業活動の利便性や景観再
生、持続的地域維持や振興等の面で、次段階としての地
域の真の復興・再生に結び付くソフト面のフォローアッ
プが必要。

復興計画・実施に当たっては、被災前の状況
を前提に原形復旧が基本となっているが、事
後の経済社会状況の縮減が継続し、必ずしも
計画・実施規模や対象を個別に捉えるのでは
なく、事前に機能分担と集約のあり方を事前
に決めて、最適効果をねらう必要がある。

東日本被災地の漁村は、本来漁港と一体に形成される漁
村は高台移転等により分離することになった。また、震
災は、漁業経営の悪化や漁村の過疎高齢化に拍車をかけ
た例も多く、果たして原形復旧を旨とした漁港・漁村復
興・再生が適切であったか否かの評価は、現時点では難
しい。

西日本の漁業・水産業は、東日本のそれに比
べて、疲弊度合いが大きい。従って、漁業・
漁村復興まちづくりの基本となる、それぞれ
の地域の漁業・漁村・漁港の明確な姿につい
て、定量的な予測を含めて多方面から議論し
ておく必要がある。

東日本被災地は、資源に恵まれたわが国有数の漁業地帯
で、復興10年目で被災前の漁獲高は7割に復帰している。
漁業、水産業の比較的順調な復旧が、これらを基幹産業
とする当地域の復興を後押ししたことは事実である。

7）漁業・漁村・漁
港の将来像の明確
化

Ⅳ

その他

（その

１）

2）緊急時の人材不
足←広域・行政・
異業種支援体制

3）計画の評価と
フィードバック

4）事後のフォロー
アップ

6）集落・漁港の機
能分担・集約

1）復興計画技術

・広域的、全国的な行政職員の迅速・適切な
派遣支援やコンサルタントや建設業協会、企
業を含めた民間支援システムを事前に構築
し、不断の交流や情報交換を行っておく必要
がある。

多くの自治体で、他自治体(西日本等)から受け入れた復
興支援職員は大きな力となった。
また、UR他大規模コンサルによるＣＭ制度も一定の役割
を果たしている。

東日本被災地復興では、復興交付金基幹事業を基軸とし
て、漁村復興まちづくり事業計画が策定・実践された
が、それぞれの事業間の連携・調整がうまくいったとは
言い難い。



50 
 

（２）漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドライン改訂に向けた

情報収集・分析 

１）情報収集 

①加工・流通関係 

ⅰ）企業ＢＣＰの情報収集 

中小企業 BCP 策定運用指針（経済産業省中小企業庁）並びに基本的に現在策定さ

れている BCP に関連した加工場等のうち、主として地域で陸揚げされる水産物を原

材料として使用する加工場等の企業 BCP について 5 件（東日本大震災の被災地を含

む）を収集・整理した。 

なお、企業 BCPは企業の機密情報であるため、企業 BCPのデータを提供してもらえ

なかった企業が多い。その場合、企業 BCP を直接閲覧させてもらうか、企業 BCPに記

載している内容をヒアリングし、その内容を整理した。なお、企業 BCPのデータを提

供してくれた企業もあるが、その詳細内容は非公表である。 

以下に収集整理、ヒアリング調査を実施した企業を示す。対象とした企業は、中小

企業ＢＣＰ策定リストや水産地域ＢＣＰに関する情報、その他ウェブ情報を参考に

抽出した。 

 

  



51 
 

ⅱ）中小企業ＢＣＰ策定運用指針 

中小企業庁は、中小企業へＢＣＰの普及を促進することを目的として、中小企業関

係者や有識者の意見を踏まえ、中小企業ＢＣＰ策定運用指針を作成している。中小企

業策定運用指針は、中小企業が投入できる時間と労力に応じて、入門、基本、中級、

上級の４つのコースが用意されている。これら指針に沿って作業することでＢＣＰ

を策定することができる。 

以下に、中小企業庁のＢＣＰ策定運用指針の４つのコースとその流れを示す。 
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ⅲ）水産加工業者等の企業ＢＣＰ記載事項 

水産加工業者等の企業ＢＣＰの情報を収集し、主な記載事項を整理した。なお、企

業ＢＣＰは企業の機密情報なので、ＢＣＰ本体の入手は基本的に困難であったため、

記載している主な内容をヒアリングで調査した。 

その結果、企業ＢＣＰは、基本的には中小企業庁のＢＣＰ策定運用指針に基づいて

作成されていることが把握できた。 

上記のほか、自社の独自性を盛り込んでＢＣＰを策定していることが把握できた。 

 

中小企業庁のＢＣＰ策定運用指針（入門コースの記載項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各社の特徴的なＢＣＰ記載内容 

No. 会社名 特徴的なＢＣＰ記載内容 

1 Ａ社 

・伝染病対策 

・災害に伴うインフラ維持対策 

（太陽光発電による自家発電） 

2 Ｂ社 

・水の確保対策 

（井戸の設置工事実施） 

・火災、水害など津波以外に想定される災害の防災対策 

3 Ｃ社 ・鰹節類の広域連携ＢＣＰ策定 

4 Ｄ社 
・最大許容停止時間の特定 

・目標復旧時間の検討 

5 Ｅ社 
・感染症対策 

・サイバー攻撃対策 

 

 

【様式１】ＢＣＰの基本方針
１．目的
２．基本方針
３．重要商品

【様式２】被害想定

【様式３】重要商品提供のための対策
４．事前対策の検討

【様式４】緊急時の体制
５．緊急時の統括責任者

【様式５】ＢＣＰの運用
６．ＢＣＰの定着
７．ＢＣＰの見直し
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ⅳ）水産加工業者等が水産地域ＢＣＰに求める対応・対策 

水産加工業者等へのヒアリングで把握した水産地域ＢＣＰに求める対応・対策を

以下に示す。 

 

No. 会社名 水産地域ＢＣＰに求める対応・対策 

1 Ａ社 
・漁港や市場がどのようなＢＣＰ対策を検討・実施している

のか情報提供し欲しい。 

2 Ｂ社 

・漁港、市場のＢＣＰ検討内容を共有して欲しい。 

・インフラ（電気、水、道路等）の復旧情報が重要であるた

め、復旧予定など共有して欲しい。特に電気がないと冷蔵施

設を稼働できないため、電気の復旧は一番重要である。 

・顧客の被害状況や復旧状況を把握したい。各組合と連携し

たＢＣＰがあるとよい。 

・利用可能な内陸部の冷蔵倉庫の情報が共有されるとよい。

○○県○○地区冷蔵倉庫協議会に所属しているのでそこで

情報共有できるとよい。 

・廃棄物の処理場所、処理方法を決めておいて欲しい。 

3 Ｃ社 
・いつ漁船が入港できるのか、市場施設が使えるのか、利用

可能な冷蔵倉庫があるのか等、情報提供して欲しい。 

4 Ｄ社 

・被災後の漁港・護岸の早急な復旧。船舶の着岸が不可能と

なると原料などの物資の調達ができない。 

・廃棄物の処理場所や処理方法等の策定。 

5 Ｅ社 

・東日本大震災では、市場復旧より先に工場復旧したので代

替先より原材料を購入した。市場を早く復旧して欲しい。 

・東日本大震災では、沿岸部の加工場が被災したため、被害

が少ない地域の冷蔵倉庫を利用した。加工場近くの内陸部、

沿岸部の冷蔵倉庫で使える倉庫があると助かる。  
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②漁場関係情報 

全都道府県へのアンケート調査を実施し、東日本大震災も含め過去１０年程度に

おいて被災を受けた事例について、アンケート調査を実施する。また、各地域で策定

された BCP の漁場に関する内容又は被災の詳細が把握できるように、アンケート調

査で得られたもののうち３事例を選定し、ヒアリングや現地調査を実施し情報を収

集し、調査結果を整理した。 

 

ⅰ）アンケート調査の概要 

アンケート調査は、沿海都道府県を対象に実施した。 

アンケート項目は、災害の種類、漁場施設等の種類別に整理できるよう設問を

設け、被害状況、被災時の対応、被災を踏まえた事前対策や課題について回答頂い

た。 
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図 1-2-1 アンケート調査回答用紙① 
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図 1-2-2 アンケート調査回答用紙② 
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図 1-2-3 アンケート調査回答用紙③ 
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ⅱ）アンケート調査結果 

【アンケート調査結果のまとめ】 

海面に接する 40都道府県から回答頂いた。 

漁場被害が生じた災害は、「強風」「高波」「豪雨」で 8割以上を占める。被害

が生じた漁場施設は、「養殖場」や「漁場に係る施設」で 8割以上を占め、 養

殖場では「海面養殖場（港外）」、漁場に係る施設では「定置網」の被害が最も

多い。被害状況は、「施設の破損・倒壊」「漁網の破損」「土砂・瓦礫の堆積」で

8 割程度を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

漁場被害が生じた災害 被害が生じた漁場施設の区分・種別 被害状況

海面養殖場

(港外)

種苗生産施

設

海面養殖

場(港内)
陸上養

殖場

定置網

干潟 浅場

保護育成礁
魚類 貝類等の増殖場

藻場礁
沈設魚礁

貝類漁場 藻場

干潟 浅場

その他

養殖場等

80事例

43%

漁場に係る施設

72事例

39%

天然漁場

23事例

12%

その他

12事例

6%

N=187

（複数回答可）

施設の破損 倒壊

63事例

41%

漁網の破損

44事例

29%

土砂 瓦礫の堆積

14事例

9%

施設の移動 流出

13事例

9%

へい死

11事例

7%

ブロックの

沈下 崩壊

7事例

5%

N=152

（複数回答可）

強風

88事例

42%

高波

61事例

29%

豪雨

28事例

13%

高潮
12事例

6%

津波

11事例

5%

地震
9事例

4%

その他（急潮）※

2事例

1% N=211

（複数回答可）

※急潮の被害実績は2事例

被害実績があった都道府県以外でも３つの自治体で
急潮被害への対策を実施
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【漁場での主な被害と対策事例】 

各漁場での主な被害と対策事例を以下に示す。 

 

 

 

海面養殖場での主な被害と対策事例①

都道
府県

災
害

被害状況 被災時の対応 被災を踏まえた
事前対策

課題

Ａ

津波
高波
強風

・養殖施設の破損
・ブロックの崩落

・(復旧)破損・流出した
施設の修繕・回収

・(対応)被災していない
施設で操業

＜ハード＞
・施設の強度向上や、

ブロックの大型化
＜ソフト＞
・連絡体制の強化、被災施設
を共同利用施設として整備

・養殖資材の代替の確保は経済的・
物理的に困難

・固定ブロックの整備
・既存借入金の償還延長や運転資金

の融通等、漁業者の負担軽減対策

Ｂ

津波 ・増殖場のブロック
飛散、埋没

・養殖場の流出、大破

(対応)早期再開が可能な漁
業種や地区から漁業再開
（例）
①養殖施設を共同利用施
設として単年度生産が可
能なワカメ養殖から復旧
②増殖場は漁船を共同利
用して一般漁場で再開

＜ハード＞
・養殖施設のアンカー部分

を打ち込み式へ変更
・コンクリートブロックの

重量化など

・水中部の状況確認が困難。また、
被害状況判断や復旧条件の基準がない

・活用できる補助事業の情報が少ない
・天然漁場の把握が困難（誰が、どのよ

うに被災と判断するか）
・漁業者も可能な簡易で安価な調査手法

の確立
・分かりやすい補助事業の創設

Ｃ
津波
強風
豪雨

施設の破損、倒壊、流
出 － － －

Ｄ

津波
地震

・養殖漁場への瓦礫の
堆積

・沿岸漁場への港湾施
設等のブロック堆積

・(復旧)支障物の撤去
＜ハード＞
現在も原発事故等の影響もあ
り復興・復旧段階

－

Ｈ

強風 カキ養殖筏の破損 ・(対応)被災していない筏
で操業

・(復旧)破損した筏の回収
及び修理

－ 養殖資材の耐波性能の向上

Ｋ
高波
強風

消波堤の一部が海底沈
没

(対応)漁業者減少のため、
残存する消波堤箇所に生
簀を移動することで対応

－
消波堤が大きく、水深も深いため、引き
揚げての修繕や新設が困難

海面養殖場での主な被害と対策事例②

都道
府県

災
害

被害状況 被災時の対応 被災を踏まえた
事前対策

課題

Ｌ
津波
高波

・施設の破損
・消波ブロックの被災

(復旧)消波ブロックの製
作・据付

＜ソフト＞
養殖施設の減災ガイドライン
の作成・普及

－

Ｏ
高波
強風

海面養殖場（生簀）の
破損

被災していない漁場に漁
具を設置して操業

＜ハード＞
代替漁具の確保等

＜ソフト＞
・被害状況の把握体制の構築
・種苗・餌・漁具等購入先の

複数確保

予想外の被害で大量に斃死した
廃魚の処理

Ｐ

高波
強風

カキ筏の破損

－

＜ソフト＞
漁業災害特別対策資金の設置
（被害漁業者救済資金，漁業
施設災害特別資金）

－

Ｒ

高潮
高波
強風
豪雨

・養殖用筏の破損
・マダイ,カンパチの
斃死

・(復旧)被災した養殖施設
撤去、新規施設の導入

・(対応)斃死魚の処理、養
殖魚の確保

＜ソフト＞
斃死魚処理について、関係機
関と連携構築

－

Ｓ
高波
強風

カキ養殖用筏の破損 ・(対応)被災していない筏
で操業

・(復旧)筏の修繕

＜ソフト＞
毎年、台風シーズン前に筏の
状況を目視確認

消波堤防の老朽化及び沈下の早期復旧

Ｕ
高潮
高波
強風

養殖施設の破損
－

＜ハード＞
養殖漁場への消波施設の設置

－
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定置網での主な被害と対策事例①

都道
府県

災
害

被害状況 被災時の
対応

被災を踏まえた事前対策 課題

Ａ

津波
高潮
高波
強風

定置網の破損 ・(対応)被災して
いない網で操業

・(復旧)網の新規
購入

＜ハード＞
・型、アンカーなどの補強・強化
＜ソフト＞
・網揚げ、気象情報に基づく注意喚起

・被災レベルの予測
・予備網の確保（経済的に困難）
・破損した漁具の撤去費用の確保
・復旧に係る支援制度の充実

Ｃ

津波
地震
強風
豪雨

定置網の破損、
流出

－ － －

Ｆ

高波
強風
豪雨

定置網の破損 (復旧)網の修繕
（その間休業）

＜ハード＞
漁具構造や材質の見直し

＜ソフト＞
台風時の網上げや、付着物の撤去(抵抗軽減)

－

Ｇ

豪雨

－ －

＜ソフト＞
・表層型浮漁礁で観測されたデータにより

急潮情報を発出
・浮魚礁の離脱に備え浮魚礁管理通信システム
により、浮魚礁の位置情報を常時監視、離脱
時には警報が発令

・離脱時の緊急連絡網の作成

－

Ｈ

強風 定置網の破損 復旧までの間休漁 ＜ソフト＞
・急潮の発生が予想される台風及び低気圧通過

時に、本県試験研究機関が急潮情報を発表し、
注意喚起を実施。

・急潮の発生に備えた防災対策とし
てマニュアル等でも袋網の撤去等が
あげられているが、 重労働のため、
その都度、網の撤去、再設置を行う
ことができない

Ｉ

高潮
強風
豪雨

定置網の破損 ・(対応)被災して
いない網で操業

・(復旧)網の新規
購入、修繕

－

実際に支出する金額に対しての補助
金額が小さく、廃業となる可能性も
あるため、手厚い補助が必要

浮き魚礁
急潮流情報

位置情報等の提供

急潮流情報の提供

定置網での主な被害と対策事例②

都道
府県

災
害

被害状況 被災時の
対応

被災を踏まえた事前対策 課題

Ｊ

高波
強風

定置網の破損

－

＜ソフト＞
・特に被害のある急潮等について、可能な限り
事前に情報を発信

・被害の発生が見込まれる際の注意喚起情報の
漁業者への速やかな伝達

－

Ｍ

高波
強風
豪雨
急潮

定置網の破損 休業・代替品の
使用

＜ソフト＞
急潮情報の発出

・急潮予測の不確実性
・急潮に対する定置網漁具の脆弱性
・海洋短波レーダー等を用いた

リアルタイム潮流観測等
・定置網漁具の強靭化等

Ｏ

津波
高潮
強風

定置網の破損 休漁 ＜ソフト＞
・代替漁具の確保
・被害状況把握体制の構築、被害を受けていな
い

地域からの種苗・餌・漁具等購入先の複数確
保

ワイヤーロープをメガライン（強い
流れに対して耐久性高い）に変える
こと（購入）を検討

Ｑ
高波
強風
豪雨

定置網の破損
－

＜ソフト＞
事前の網上げ

・保険料の補助

Ｔ
強風 定置網の破損、

流出
(復旧)網の修繕
（その間休業）

＜ソフト＞
事前の網上げ

・速やかな情報収集及び対策（網揚
げ等）を講じる体制整備

・施設共済の加入
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その他漁場施設での主な被害と対策事例

都道
府県

災
害

被害状況 被災時の対応 被災を踏まえた
事前対策

課題

Ａ

高波
豪雨

ホタテの斃死
（海底に凹凸出現、
○○川からの泥流）

・操業と同時に漁場造成
・稚貝の放流

＜ハード＞
沖側にホタテ漁場を移設
＜ソフト＞
○○川に関する協議会の立ち
上げ、川の状況を協議

・○○川の泥流対策（河口形状等）

Ｅ

強風
豪雨

天然漁場や増殖場へ
の土砂や瓦礫の堆積

・(復旧)町と漁協で瓦礫除去
・(復旧)砂礫除去は困難なため、

東京都と町で代替漁場
を整備中

・(対応)近隣漁場の操業で対応

－

・代替漁場が一部埋没。被害進行
中の漁場では代替漁場を整備し
てもその保全が課題

Ｎ 強風 干潟への倒木の漂着
・(対応)他の漁場で代替し操業
・(復旧)流木の回収・処分

＜ハード＞
設置漁具の事前回収,港内保管

＜ソフト＞
・漁具の事前回収,港内保管
・被害状況の把握体制の構築

・行政間での干潟の取り扱い
・漂流物撤去に関する予算の問題

Ｓ 豪雨 干潟への土砂堆積
・漂流ごみの回収、浚渫、

堆積物の除去
（その間休漁）

－

・漁業者の自主的な活動には限界が
あるが、県発注の委託・県単独の
公共工事には財政的な問題がある

・早急に対応できる補助制度が必要

Ｖ
地震
豪雨

・干潟への土砂堆積
・河川水の大量流入

に伴う低塩分化に
よるアサリの斃死

・耕うんや作れいによる
堆積土砂の排出

（代替困難のため休漁）

＜ハード＞
埋塞防止のための作れい工

＜ソフト＞
・災害を受けにくい箇所への

漁場造成
・広域的な母貝場造成の実施

・干潟の生物相の回復に時間を要す
ることが課題

・漁場の長期間の淡水化に対する
早期解消の対策方法がない

・災害復旧に速やかに取り掛かれる
ようの新たな災害復旧制度の創設

・漂流物の迅速な回収・処分のため
の事業制度の充実強化

Ｗ －
流入土砂による貝類
漁場の埋没

・種苗放流による資源の
早期回復

＜ソフト＞
・磯場資源緊急回復事業（県

事業）による支援

－

協議会の起ち上げ

埋塞防止
母貝のリスク管理

漁場施設等に関するBCPの記載事項
都道
府県

漁場施設の
区分・種別

BCP記載内容

Ａ 定置網、貝類漁場
災害の想定、問題点の把握及び復旧目標の設定、復旧に要する期間、復旧対策、発災後の行動
（具体的な記載なし）

Ｉ 定置網、漁場
・漁場の瓦礫の漂流や堆積からの漁場環境の回復
・定置網、刺網等漁具の流失・損壊からの生産手段（漁具・資材）確保
・漁船の流失・損壊からの生産手段（漁船）確保

Ｏ
定置網、
海面養殖場

・被害状況の把握体制
・応急復旧対策の検討
・種苗・餌などの購入先の複数確保
・代替漁具等の確保

Ｗ 貝類漁場

（○港のBCPの一部に記載）
被災後の問題点として、瓦礫堆積、漁具流出、種苗・餌料の不足が想定され、事前対策を次のと
おり整理した。
〇瓦礫対策…海底清掃などの補助事業検討、回収した瓦礫の保管場所の確保（候補地のリスト

アップ）、回収した瓦礫の処分方法の検討
〇漁具流出…新規調達先の検討
〇種苗・餌料の不足…代替入手体制の構築

＜BCPの策定に関するご意見＞
事前対策を実際に詰めていくにあたって具体的にどうしたら良いかわからず、なかなか事前対策
が進んでいない。事前対策を進めるにあたっての具体的な事例についても紹介いただけるとあり
がたい。

Ｒ 養殖施設、漁場

○○○地区漁業地域BCPに記載

【補足】以下にBCP記載内容の抜粋
想定される被害として、漁場への瓦礫堆積、養殖機材の流出、種苗・餌料の流出・不足が想定され、

事前対策は次のとおり整理されている。
〇漁場対策…漁具被害・瓦礫散乱状況の把握体制づくり、瓦礫保管場所の確保等
〇養殖施設…被害状況の把握体制づくり、必要な業者等のリストアップ、

養殖施設の改良に向けた検討など
〇種苗・餌料の不足…被害状況の把握体制づくり、代替入手の体制づくり

既存BCPに記述あり
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ⅲ）事例調査（３地区） 

各地域の被害の詳細が把握できるように、アンケート調査で得られたものの

うち３事例を選定し、ヒアリング及び現地調査を行い、図面等を含め公表でき

るような案を整理した。なお、漁場に関する BCPは策定されていない地域が多

いため、BCP は今後必要な対策として整理した。 

以下に、事例調査３地区を示す。タイプの異なる３地区を抽出した。 

 

 

・海面養殖場：Ｒの海面養殖場 

・干潟   ：Ｖのアサリ干潟漁場 

・定置網  ：Ｍの定置網漁場 
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【海面養殖場】 

 

 

  

平成30年7月豪雨災害

津波・高潮等の災害による漁場被害の実態

１．漁場施設等の被害が生じた災害

（１）漁場施設等の区分・種別
マダイ・カンパチの海面養殖場（港外）

（２）漁場施設等の詳細
○○漁場(28小割) 、○○○地先○○湾中央漁場

(214小割)、○○漁場(95小割)、○○○漁場(38小割)

２．災害により被害が生じた漁場施設等

被災した漁場位置図（黄色ハッチング箇所）

（１）被災を踏まえ、事前に行っている対策（ハード・ソフト）
【ハード対策】なし。
【ソフト対策】へい死魚処理について、関係機関との連携構築。

（２） 現状の課題・今後必要な対策
【現状の課題】
・被災を踏まえて、腐敗物処理マニュアルを作成する必要がある。
・腐敗物の受け入れ先を確保する必要がある。
【今後必要な対策】
・漁協、県の関係者を集めて腐敗物処理マニュアルの作成検討。
・他県も含めた腐敗物の受け入れ先の確保。

４．今後の課題等

津波・高潮等の災害による漁場被害の実態

（１）具体的な被害状況
マダイへい死：142,200kg、カンパチへい死：40,300kg

（２）へい死魚の処理方法
・へい死魚は県内業者に処理を依頼したが、許容処分量を超過した分は県管理用地に一時仮置きした。
・へい死魚は、悪臭などにより陸送が困難であったので、沖から漁業者が運搬した。
・一時仮置きしたへい死魚は、最終的に市の処理場で処分した。全部処理するまで１年以上かかった。

（３）被災後の流れ
・被災当日：豪雨により被災。養殖魚100ｔ以上がへい死。
・被災2日後：処理できるへい死魚は県内業者に依頼。処理できないへい死魚は県管理用地に仮置きする許可を得る。
・被災4日後：処理できなかったへい死魚43ｔを県管理用地へ海上輸送し一時仮置き。仮置きに必要となった面積は約1,100ｍ２。

（３）漁場施設等が使えない期間の対応
養殖小割は被災していない。へい死理由は、豪雨流入による海水の塩分濃度の急減と考えられる。

（４）漁場施設等を復旧した後の漁場機能回復状況
養殖小割は被災していない。漁場復旧までの期間は、稚魚育成で１年～１年半程度を要した。

３．災害による被害の概要
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海面養殖場の現地状況写真 
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【干潟】 

 

 

 

  

①平成○年○月○○○○豪雨、②平成○年○○地震
③令和○年○月豪雨

津波・高潮等の災害による漁場被害の実態

１．漁場施設等の被害が生じた災害

（１）漁場施設等の区分・種別
①②③アサリ・ハマグリ等の天然漁場（干潟・浅場）

（２）漁場施設等の詳細
①○○川及び○○河口域、②○○及び○○川河口
域、③○○川河口を中心とした○○海

２．災害により被害が生じた漁場施設等

漁場の泥土堆積状況（有明海：白川河口域）白川河口域で40センチの堆積を確認

「泥土の堆積」

平成24年九州北部豪雨

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県有

明

海

海

八

代
漁場の泥土堆積状況（有明海：菊池川河口域）

菊池川河口域

白川河口域

H28熊本地震被災箇所（白川河口域）

白川河口域の土砂堆積状況

平成28年熊本地震

福岡県

長崎県

佐賀県

熊本県有

明

海

海

八

代

白川河口域

令和2年7月豪雨

「流木等の漂流・漂着」

八代海

有明海

津波・高潮等の災害による漁場被害の実態

（１）被災を踏まえ、事前に行っている対策（ハード・ソフト）
現在、河川水がスムーズに沖まで流下するよう、○○河口域においては河川流心部の作れい工を実施している。
【ハード対策】①②河川流心部の埋塞を防止するための作れい工。③該当なし。
【ソフト対策】①②③災害を受けにくい箇所への漁場造成箇所の検討。広域的な母貝場造成の実施。

（２） 現状の課題・今後必要な対策
【現状の課題】
①②③干潟の生物相の回復には時間を要することが課題。
②③大雨等の災害においては、陸域から海域へ漂流物が流出することから、発災時の迅速な対応が必要。
③漁場の長期間の淡水化に対する早期解消のための対策方法がない。
【今後必要な対策】
①②③災害復旧に速やかに取り掛かれるよう、新たな災害復旧制度の創設。
②③大雨等の災害発生時における漂着物をより迅速に回収・処分できるよう、事業制度の充実強化。

４．今後の課題等

（１）具体的な被害状況
①②河川からの土砂流入により、河口域のアサリ漁場（干潟）が埋没。
②河川から流入した流木等が漁場や漁港等に大量に漂着し、船舶の航行や漁業活動に支障が生じた。
③河川水の大量流入により、長期間にわたり低塩分化したことによるアサリ等のへい死。河川から流入した流木等が漁場や漁港等に大量に漂着し、船
舶の航行や漁業活動に支障が生じた。

（２）漁場施設等が使えない期間の対応
①②被災した地域は、土砂堆積が広範囲に及んだことから、使用可能な漁場はほとんどなかったと推察される。そのため、採貝業は、他の漁場で代替
不可能であったため、休漁した。

（３）漁場施設等を復旧した後の漁場機能回復状況
①②被災後、約10カ月～1年で二枚貝漁獲が再開されたが、被災前の水準までは至っていない。
②③流木等の回収作業の完了に伴い、漂流物による漁業活動への影響はなくなった。

３．災害による被害の概要
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【定置網】 

 

 

 

  

平成○年台風第○号の高波、強風、豪雨、急潮
平成○年台風第○号の高波、強風、豪雨、急潮

１．漁場施設等の被害が生じた災害

（１）漁場施設等の区分・種別
定置網

（２）漁場施設等の詳細
○○○の全27漁場の定置網
・大型定置網：水深27ｍ以深
・小型定置網：水深27ｍ未満

２．災害により被害が生じた漁場施設等

被災した漁場位置図（被害が大きかった一部のみ表示）

津波・高潮等の災害による漁場被害の実態

（１）被災を踏まえ、事前に行っている対策（ハード・ソフト）
【ハード対策】特になし。
【ソフト対策】急潮情報の発出。
・急潮情報は、○○○農林水産技術センター海洋センターで、九州大学のDREAMS、水研センターの急潮予測システム、気象庁の情報等を収集。
・1ノット以上の急潮が予測される場合、概ね3日前を目途にセンターが情報を発信している。
・情報は○内の漁協、定置協会、○内関係自治体に発信している。網を揚げるかの判断は個人判断であるが、半数くらいの定置網は情報をもとに対策し
ている。
・センターで箱網を撤去した際の張力変化等の実験を行っており、箱網をすべて撤去することで張力が1/3程度に低減できる結果がでており、漁業者に情
報提供している。

（２） 現状の課題・今後必要な対策
【現状の課題】
・急潮予測の不確実性。天気予報と同じで予測が外れることもあるため、精度向上が課題。
【今後必要な対策】
・海洋短波レーダー等を用いたリアルタイム潮流観測。（一部の漁業者は、電磁潮流計でリアルタイム観測を実施している）
・定置網漁具の強靭化。網の繊維が細くて強ければ抵抗が減るため被害減少につながる。

（３） ＢＣＰについて
・太平洋側と異なり大きな津波は想定していないので、アンカーが流されなければ予備の網で対応可能。
・予備の網がない場合に、早急に網を発注するために網会社との連携は必要。
・網の修理、発注に数千万円必要になるため、資金確保は重要。国の復旧事業の拡充などが重要。

４．今後の課題等

（１）具体的な被害状況
・定置網の被害は、破網だけでなく、アンカー（土俵）等が動いたこともある。
・代表的な被害は、定置２２－２４は、登網、運動場が全損、箱網が一部破損。
・定置２５－２６は、垣網が全損、登網、運動場が一部損傷。側張り（ワイヤー）が破断。

（２）漁場施設等が使えない期間の対応（復旧の流れ）
・台風が通過後沖の様子を見つつ、凪になったら漁業者が定置網の被害状況を確認する。漁業者から漁協へ報告される。
（台風通過後、概ね３,４日～1週間程度）
・○の水産事務所は漁業者や漁協に聞き取りによって被害状況の把握に努める。
・箱網、運動場は、替え網を保有している漁業者が多いので、替え網に入れ替えて対応。
・垣網、側張り（ワイヤー）は、代替品がない場合もあるので、その場合は網会社に網を発注。
・被害にあった網の入れ替え、網の発注等に要する期間の合計が１～１２カ月程度。

３．災害による被害の概要
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２）対応策の整理 

上記１)の結果を踏まえ、加工流通関係及び漁場関係についての課題から必要な対

策を検討し BCPガイドラインへの記載内容を整理した。 

 

①加工・流通関係 

現行の BCP ガイドラインは、仲買や加工業を協議会メンバーに入れる等対象とし

ているものの、企業が作成するＢＣＰに関する記述がなく、各地域で策定されてい

る地域ＢＣＰにおいても具体的な対策が記載されている事例が少なかった。 

水産地域全体のＢＣＰを策定するためには、企業ＢＣＰに関する情報の記載や水

産加工業等が水産地域ＢＣＰに求める対策内容を記載することが課題である。以下

にＢＣＰガイドラインへの記載内容を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 記載内容

基本的な企業ＢＣＰ記載内容
（中小企業ＢＣＰ策定運用指針）

・ＢＣＰの基本方針
（目的、基本方針、重要商品等）

・被害想定
・重要商品提供のための対策

（事前対策の検討）
・緊急時の体制

（緊急時の連絡体制、統括責任者等）
・ＢＣＰの運用

（ＢＣＰの定着、見直し）

特徴的なＢＣＰ記載内容 ・災害時に伴うインフラ維持対策
（太陽光発電による自家発電）

・最大許容停止時間の特定、目標復旧時間の検討
・水の確保（井戸の設置工事実施）
・広域連携ＢＣＰ策定
・伝染病対策
・サイバー攻撃対策

水産地域ＢＣＰに求める対応・対策 ・水産地域ＢＣＰの対策検討内容の情報提供
・災害後の漁港施設（岸壁・護岸・市場等）の早急な復旧
・被災を受けなかった冷蔵倉庫の情報共有、共同利用
・廃棄物の処理場所や処理方法等の策定
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②漁場関係情報 

現行の BCP ガイドラインは、行政が管理する漁港や市場の対策内容は充実してい

るが、漁場での具体的な対策に関する対策内容の記述が弱く、各地域で策定されて

いる地域ＢＣＰにおいては瓦礫撤去や漁具の代替などの対策に留まるものが多く、

漁場施設の種類ごとに異なる具体的な対策について記載がされている事例が少なか

った。 

そのため漁場に関する被害実態を踏まえ、漁場施設の種類に応じた事前対策とし

対策内容の充実が課題である。 

ここで、漁場施設は各地域でＢＣＰを策定する際に対象としている地震・津波災害

に加え、高波、強風、豪雨、急潮により被災しているケースが多いため、これら災

害を対象としたＢＣＰを策定する必要がある。 

また、施設被害のみならず河川からの漂流物や淡水の流入により漁場機能が失わ

れる被害が発生していることから、漁場機能の保全及び回復策についても対策とし

て検討する必要ある。 

以下にＢＣＰガイドラインへの記載内容を示す。 

 

 

 

 

 

  

漁場施設等 被害状況 被災を踏まえた事前対策

海面養殖場
・養殖施設の破損
・ブロックの崩落
・養殖魚のへい死

＜ハード＞
・漂流物対策施設の整備による陸上からの瓦礫流入防止
・養殖漁場への消波施設の設置
・養殖施設の強度向上（アンカー打ち込み等）
・ブロックの大型化

＜ソフト＞
・代替漁具の確保
・連絡体制の強化（被害状況把握体制）
・養殖施設の減災ガイドラインの作成・普及
・種苗・餌・漁具等の購入先の複数確保
・漁業災害特別対策資金の設置
・へい死魚処理について、関係機関と連携構築

定置網
・定置網の破損・流出

＜ハード＞
・海域環境観測施設や浮魚礁による海域環境情報の観測
・漁具構造や材質の見直し（型・アンカーなどの補強・強化等）

＜ソフト＞
・代替漁具の確保
・台風時の網上げや付着物の撤去（抵抗軽減）
・気象予報に基づく注意喚起
・表層型浮魚礁で観測されたデータにより急潮情報を発出
・被害状況把握体制の構築
・種苗・餌・漁具等購入先の複数確保

ホタテ漁場
（天然漁場）

・ホタテのへい死・流出
＜ハード＞
・既設の魚礁を移設し沖側にホタテ漁場を拡大

＜ソフト＞
・浅海域漁場へのホタテ稚貝放流の休止
・流入河川に関する協議会を立ち上げ、河川の状況を協議
・被害状況の把握体制構築

干潟
（天然漁場）

・倒木の漂着
・土砂堆積
・河川水の大量流入による塩分低下

＜ハード＞
・埋塞防止のための作れい工
・災害を受けにくい箇所への干潟造成
・広域的な母貝場造成の実施

＜ソフト＞
・漁具の事前回収・港内保管
・被害状況の把握体制の構築
・磯根資源緊急回復事業（県事業）による支援
・アサリ稚貝の融通
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（３）災害に強い漁業地域づくりガイドラインの改訂 

１）ガイドライン追補事項の整理 

①ガイドライン改訂後の防災・減災に関する動向 

現行のガイドライン改訂（H24）以降、防災・減災に関しては、法改正や計画

の策定等の様々な動きが生じており、ガイドライン改訂にあたっては、これらの

防災・減災に関する動きとの整合を図った。 

ガイドライン改訂後の防災・減災の動きとして、主として以下の視点から確認

し、ガイドライン改訂に向け、キーワードを抽出した。 

 

・省庁分野横断的な動き 

防災や社会資本整備に関わる省庁分野横断的な動き（国土強靭化計画、防

災基本計画、社会資本整備重点計画等） 

・河川関係の動き 

集落に対する災害という点で、避難時の情報伝達やハザードマップといっ

た防災の点で参考となると考えられる河川関係の動き 

・港湾関係の動き 

海に面している点で対応すべき災害の種類が似ている港湾における防災・

減災の動き 

・水産関係の動き 

ガイドライン改訂後の水産関係の防災・減災に関する動き 

 

上記の各動きに対し、概要を整理した。 
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ⅰ）省庁分野横断的な動き 

平成 24 年のガイドライン改訂後の防災や社会資本整備に関わる省庁分野横

断的な動き（国土強靭化計画、防災基本計画、社会資本整備重点計画等）を以

下に整理した。これらの動きから、ガイドラインに関係すると考えられるキー

ワードを右欄に抽出した。 

 

表 1-3-1 ガイドライン改定後（H24～）の省庁分野横断的な動き 

省庁 計画等 概要 キーワード 

内閣府 国土強靭化基本計

画（平成 30 年 12

月 見直し） 

⇒激甚化する風水害や切迫する大規模地震等へ

の対策（ 漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等

の対策、卸売市場の防災・減災対策）  

⇒予防保全型インフラメンテナンスへの転換に

向けた老朽化対策（海岸保全施設の老朽化対

策） 

⇒国土強靱化に関する施策を効率的に進めるた

めのデジタル化等の推進 

・風水害への対応 

・予防保全型維持

管理 

・デジタル化 

防災基本計画 

（令和 3 年 5 月 

一部修正）

  

⇒主な修正項目（災害対策本部の見直し／個別

避難計画の作成（市町村の作成の努力義務

化）／避難勧告・避難指示の一本化／広域避

難に関する事項（他の自治体との応援協定や

運送事業者との協定締結、実践型の防災訓練

の実施 等）／新型コロナウィルス感染礁対

策を踏まえた修正） 

⇒その他最近の施策の進展等を踏まえた修正

（災害対応業務のデジタル化、事前防災の取組

みや複合災害への対応の推進、女性の視点を踏

まえた防災対策の推進 等） 

・個別避難計画の

作成 

・災害協定 

・デジタル化 

・事前防災の取組 

・複合災害 

・女性の視点を踏

まえた防災対策 

大規模地震防災減

災対策大綱（中

央防災会議） 

（平成 26 年 3

月） 

⇒事前防災（建築物の耐震化／津波対策／ライ

フライン及びインフラの確保対策／総合的な

防災力の向上 等） 

⇒災害発生時の効果的な災害応急対策への備え 

⇒被災地内外における混乱の防止（基幹交通網

の確保／事業、業務継続性の確保（民間企

業、国・地方公共団体）等） 

⇒様々な地域的課題への対応（孤立可能性の高

い集落への対応／沿岸部における地場産業・

物流への被害防止及び軽減 等） 

⇒特に考慮すべき二次災害、複合災害、過酷な

事象への対応 等 

・事前防災の取組 

・災害応急対策の

準備 

・業務継続性の確

保 

・集落の孤立対策 

・複合災害 

・二次災害対応 

国土交

通省 

社会資本整備重点

計画 

（令和 3 年 5 月） 

⇒防災・減災が主流となる社会の実現（気候変

動を踏まえた流域治水／災害におけるリスク

の低減／災害時における交通機能の確保 等） 

⇒持続可能なインフラメンテナンス（集約・再

編等によるインフラストックの適性化 等） 

⇒持続可能で暮らしやすい地域社会の実現（コ

ンパクトシティ 等） 

⇒経済の好循環を支える基盤整備（サプライチ

ェーンの強靭化最適化／地域経済を支える観光

活性化等に向けた基盤整備 等）等 

・気候変動を踏ま

えた対策 

・リスクの低減化 

・災害時の交通機

能確保 

・集約・再編によ

る適性化 

・サプライチェー

ンの強靭化 

・観光活性化に向

けた基盤整備 

ｲﾝﾌﾗ分野の DX（令

和 3 年 1 月） 

⇒衛星等を活用した被災状況把握、遠隔による

災害時の技術支援等が位置づけられている。 

・インフラ分野

の DX 
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ⅱ）河川関係の動き 

集落に対する災害という点で、避難時の情報伝達やハザードマップといっ

た防災の点で参考となると考えられる河川関係の動きとしては、情報 （防災

情報やリスク情報等）の提供の視点、監視カメラ等の情報機器の設置、事前防

災対策の視点等が加わっている。 

 

表 1-3-2 ガイドライン改定後（H24～）の河川関係の動き 

省庁 計画等 概要 キーワード 

国交省 

砂防部 

土砂災害警戒避難

ガイドライン（平

成 27 年 4 月改

訂） 

⇒主な改訂項目（土砂災害の危険性等の継続的

な周知／防災情報の住民等への確実な伝達／

避難勧告等の発令・解除における国・都道府

県からの支援／避難勧告時に求められる住民

の避難行動／安全な避難場所・避難経路の確

保／防災意識の向上 等） 

・危険性等の継続

的な周知 

・防災情報の住民

等への確実な伝

達 

・発令・解除にお

ける国・都道府

県からの支援 

国交省 

水管

理・国

土保全

局 

水防災意識社会再

構築ビジョン 

（平成 27 年 12

月） 

⇒危機管理型ハード対策（堤防構造を工夫する

対策の推進 等） 

⇒洪水氾濫を未然に防ぐ対策（堤防のかさ上げ

や浸透対策などの実施 等） 

⇒住民目線のソフト対策（住民等の行動につな

がるリスク情報の周知／事前の行動計画作

成、訓練の促進／避難行動のきっかけとなる

情報をリアルタイムで提供 等） 

・リスク情報の周

知 

・事前行動計画作

成 

・避難行動のきっ

かけとなる情報

のリアルタイム

提供 

「水防災意識社

会」の再構築に向

けた緊急行動計画 

（平成 31 年１月

改訂） 

⇒関係機関の連携体制（土砂災害への防災体

制、防災意識の啓発などに関する先進的な取

組を共有するための連絡会を設置 等） 

⇒円滑かつ迅速な避難のための取組（多機関連

携タイムラインの作成／防災施設の機能に関

する情報提供／代替性のない避難所や避難路

を保全する砂防堰堤等の整備／簡易型河川監

視カメラの設置 等） 

⇒被害軽減の取組（水防に関する広報の充実／

民間企業における水害対応版 BCP の策定を推

進 等） 

⇒氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

（排水設備の耐水性の強化 等） 

⇒防災施設の整備等（インフラ・ライフライン

への著しい被害を防止する砂防堰堤、海岸堤

防等の整備 等） 

⇒減災・防災に関する国の支援（計画的・集中

的な事前防災対策の推進／TEC-FORCE の体制・

機能の拡充・強化 等） 

・防災施設の機能

に関する情報提

供 

・簡易型監視カメ

ラの設置 

・民間企業の BCP

策定の推進 

・計画的・集中的

な事前防災対策

の推進 
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ⅲ）港湾関係の動き 

海に面している点で対応すべき災害の種類が似ている港湾においても、東

日本大震災以降、様々な防災・減災の動きがあった。想定を超えた高潮・高波・

暴風や複合災害といった災害の種類の増加等に関する視点、漂流船舶への対

応という視点、また、近年は感染症対策といった視点が加わっている。 

 

表 1-3-3 ガイドライン改定後（H24～）の港湾関係の動き 

省庁 計画等 概要 キーワード 

国交省

港湾局 

港湾等に来襲する

想定を超えた高

潮・高波・暴風対

策検討委員会最終

とりまとめ（令和

2 年 5 月） 

⇒広範囲への浸水への対応（設計に用いる波浪

の更新（最新の知見による）、主要施設に対す

る耐波性能照査、重要かつ緊急性の高い施設

や地盤の嵩上げ・補強） 

⇒船舶衝突による橋梁等の破損への対応（防衝

設備の設置、関連基準等の整備、避難水域の

確保等） 

⇒万全の事前対策や迅速な復旧を可能とする関

係者との情報共有等（協議会の活用、現地カ

メラでの情報共有のしくみ、脆弱箇所を把握

した上での直前対策や復旧時の海上アクセス

ルートを考慮した港湾 BCP の策定） 

⇒複合災害や巨大災害への対応等（複合災害シ

ナリオを考慮した訓練の実施、瓦礫の仮置き

場を考慮した港湾 BCP 等） 

・想定を超えた高

潮・高波・暴風

への対応 

・複合災害への対

応 

海・船の視点から

みた港湾強靭化 

とりまとめ(令和 3

年 3 月)  

⇒沖合退避の迅速化（出船係留の推奨、退避し

やすい水域施設 等） 

⇒係留避泊の安全性向上（津波を考慮した係船

柱・防舷材、津波避難タワー等） 

⇒衝突・乗揚げの抑制（民有護岸の耐震化、乗

揚げ流出防止施設整備等） 

・船舶退避の迅速

化 

・漂流船舶が及ぼ

す被害の軽減 

港湾の事業継続計

画策定ガイドライ

ン（改訂版）  

（R2.5 改訂） 

⇒台風等による高潮・高波・暴風等への対応 

 重要度を考慮した直前予防対応の概念を追

加。 

 現場作業員の避難するタイミングや避難場所

を位置付け。 

⇒背後の重要物流道路や防災拠点と連携した緊

急物資等の輸送機能の検討。 

（R3.3 改訂） 

⇒漂流船舶が陸上施設に及ぼす被害の軽減等に

向けた改訂（R3.3） 

 ①沖合退避の迅速化、②係留避泊の安全性向

上、③船の衝突・乗揚げの抑制 を追加。 

・高潮・高波・暴

風への対応 

・緊急物資輸送機

能の確保 

・漂流船舶が及ぼ

す被害の軽減 

港湾の事業継続計

画策定ガイドライ

ン【感染症編】 

～港湾における感

染症 BCP ガイド

ライン～（令和 3

年 4 月） 

⇒感染症の船員等が乗船する船舶の入港時と感

染症が懸念される中での災害対応時を想定。 

 平常時より連絡体制を構築・情報共有、感染

症訓練への積極的参加、訓練後の見直し 

・災害時における

感染症への対応 

 

 

  



73 

 

ⅳ）水産関係の動き 

水産関係の防災・減災に関する動きとしては、迅速な復旧のための初動体制

の強化や事業による対応、災害協定の考え方等が挙げられる。 

 

表 1-3-4 ガイドライン改定後（H24～）の水産関係の動き 

省庁 計画等 概要 キーワード 

農水省 MAFF-SAT 

(農林水産省･ｻﾎﾟｰ

ﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｽﾁｰﾑ) 

⇒災害発生時に、農林水産省から職員（MAFF-

SAT）を派遣し、迅速な被害の把握や被災地の

早期復旧を支援するもの。 

・初動体制の強化

（技術職員の派

遣等） 

台⾵や⼤⾬等によ

り被災された農林

漁業者の皆様へ 

（令和元年 11 月

農林水産省） 

⇒令和元年８⽉から９⽉の前線に伴う⼤⾬（台

⾵第 10 号、第 13 号、第 15 号及び第 17 号の暴

⾵⾬を含む。）、台⾵第 1９号等による農林⽔産関

係被害への⽀援対策集。 

⇒漁場の流木処理、漁港周辺の瓦礫処理等に水

産多面的機能発揮対策事業が活用できること

が明記されている 

・復旧作業の迅速

化（事業による

対応） 

速やかな初動対応

のための新たな災

害協定の考え方に

ついて（２水港大

3008 号 令和 3 年

3 月 30 日 水産庁

漁港漁場整備部防

災漁村課長） 

⇒令和 2 年 7 月豪雨災害時の中、流木等の回収

に漁業関係者が大きな役割を果たしたことを

踏まえ、事前の準備が重要という認識の下、 

災害協定の主な内容について整理したもの。  

・災害協定 

 

 

また、水産施策の動きとしては、以下も挙げられる。 

 

表 1-3-5 ガイドライン改定後（H24～）の水産施策の動き 

省庁 水産施策の動向 キーワード 

農水省 ・漁場の災害対応力強化 

・大規模地震・津波想定や沖波などの設計条件の点検・見直し

結果を踏まえた漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化、浸水対策 

・水産振興地域の災害対応のためのＢＣＰの策定、自立式電源

の確保 

・国内外を問わず漁港の就労者や来訪者、高齢者に配慮した漁

村の避難対策の推進 

・干潟等の漁場や養殖場における土砂や流木の流入・堆積など

のリスクに備えた事前の対応 

・被災時の現地へ技術職員の派遣の推進や漁港建設業や漁協等

と連携した事前の備え・初動体制の強化 

・ICT を活用した被災・復旧状況の情報共有、避難情報を伝達

する体制の構築 

・水産基盤及び海岸事業の連携による大規模津波に対する浸水

防護 

・漁場の災害対応力強化 

・海外も含めた就労者・

来訪者・高齢者への対

応 

・漁場や養殖場の事前対

策 

・初動体制の強化（技術

職員の派遣等） 

・デジタルを活用した被

災・復旧情報共有 

【既往調査結果】 

・災害時に円滑な避難が可能となる防災計画及び対策が必要 

→漁港背後集落は進んでいるが漁業者・市場関係者・来訪者等

の避難計画が遅れている。 

・発災後に漁業が早期に復旧するための計画が必要 

・大規模災害が発生する前の備えとして事前防災が必要 

・漁業地域の防災計画は、地区防災計画の概念のもと各当事者

が連携して策定 

・漁業者・市場関係者・

来訪者等への対応 

・地区防災計画の活用 
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②ガイドライン改訂後の防災・減災に関する動向 

東日本大震災は、地震や津波の被害が広範囲に及んだ災害で、漁港・漁業地域

の復旧・復興は困難を極め、時間も要した。 

このような未曽有の災害の経験は、今後の漁港・漁業地域の復旧・復興を円滑

に行う上で、示唆に富んだものであると考えられる。 

広範囲に被害を受けたため、水産物の生産・流通の復旧においては加工や流通

機能が重要であることや、災害が生じた後の短期間で地域全体の復旧・復興計画

をたてることには大きな困難が伴った等、生じた事象を学びとして活かすこと

は有効である。 

本項では、東日本大震災からの学びより、ガイドライン改訂の視点・キーワー

ドを抽出することとし、被災した各地域で生じた事象から、その事象を円滑に復

旧・復興するために必要と考えられる対応（予防策）を検討し、以下に整理した。 

整理に当たっては、学びとなる事象を「水産物の生産・流通」「まちづくり」

に分類して整理するとともに、整理した内容がガイドラインの「考え方」「予防」

「応急復旧」「復旧復興」のいずれに関連するかについてもわかるようにした。 
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表 1-3-6(1) 東日本大震災からの学びより得られたガイドライン改訂の視点(1) 

分類 東日本大震災からの学び 

今後実施すべき事項（ガイド
ラインに記載すべき内容） 

既に記載済／新たに記載すべ
き視点・内容 

考
え
方 

予
防 

応
急 

復
旧 

避難 海上 ・漁船避難ルールの不存在 
・漁船の沖泊による航路確保の困

難 

・漁船避難（避難ルール等） 
 

〇 
  

陸上 ・混乱を極める被災初期段階には
集落の孤立、安否確認、適切な
1 次避難場所の確保が困難 

・避難所の体制（コミュニテ
ィの維持復興に関する協議
が容易な体制づくり） 

 
〇 

  

水産
物の
生
産・
流通 

生産機
能 

漁場の
復旧 

・養殖資材の流出・調達の困難 
・漁場の瓦礫撤去の困難 

・養殖資材の確保（調達ルー
トの確保） 

・漁場の保全 

 
○ 
〇 

○ 
○ 

〇 
〇 

航路の
確保 

・航路水深や瓦礫の状況の確認困
難 

 （情報入手困難） 
・港内瓦礫による帰港困難 

・早期の航路確保 
・航路情報の公開（水深・瓦

礫堆積状況等） 

 
〇 ○ 

○ 

 

漁船の
確保 

・漁船共同利用による早期漁業復
帰 

・非効率な漁船確保 

・漁船の確保（共同利用、調
達体制構築等）※具体的に 

 
〇 〇 〇 

漁具の
確保 

・漁具の流失 
・漁具確保の遅れによる再開の遅

れ 
・調達先の変更による耐久性の低

下 

・漁具・漁網の確保（流出防
止、予備の確保、調達先の
確保） 

 
〇 〇 ○ 

燃油の
確保 

・給油施設の被災、燃料調達の困
難 

・停電による給油施設の機能停止 
・陸送・タンカー輸送による給油

体制の早期構築 

・燃料調達ルートの確保 
・燃料備蓄体制の構築 

 
〇 
〇 

〇 
 

陸揚・
荷さば
き機能 

陸揚機
能の確
保 

・背後用地・荷さばき所の損壊、
岸壁の被災による陸揚岸壁の限
定（陸揚機能の低下） 

・岸壁の沈下による安全着岸の支
障 

・資機材の入手困難による復旧の
遅れ 

・要望調整による早期復旧の困難 

・岸壁の耐震強化 
・岸壁の早期（応急）復旧

（復旧のための資機材の確
保、優先順位の整理等） 

 
〇 
〇 

〇 
 

瓦礫の
撤去 

・瓦礫状況調査の遅れ（調査船の
手配困難、調査人員等の確保の
困難等） 

・必要な資機材の早期手配の実現
による瓦礫撤去の迅速化 

・漁協主体・手作業による作業の
困難 

・瓦礫の湾内流出による船舶航行
阻害 

・瓦礫置場や資材置場の確保のた
めのスペース不足、二次運搬先
の決定の遅れ 

・効率的な浮遊物撤去 
・側溝部の瓦礫撤去の遅れ 

・瓦礫の堆積状況調査の早期
実施 

・瓦礫の早期撤去（撤去資機
材の確保） 

・瓦礫置場の確保（事前検
討） 

・瓦礫撤去の優先順位の整理
（事前検討） 

 
〇 
〇 
〇 
〇 

〇 
〇 
〇 

 

資機材
の確保 

・市場運営上必須の資機材（運搬
用トラック、容器等）の確保の
困難 

・早期の資機材調達、漁業再開時
期に合わせた資機材の確保 

・陸揚等の資機材の不足（手作業
での実施）による効率の悪化 

・陸揚・荷さばきに使用する
資機材の調達先の確保 

・陸揚・荷さばきに使用する
資機材のストック 

 
〇 
〇 
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表 1-3-6(2) 東日本大震災からの学びより得られたガイドライン改訂の視点(2) 

分類 東日本大震災からの学び 

今後実施すべき事項（ガイド
ラインに記載すべき内容） 

既に記載済／新たに記載すべ
き視点・内容 

考
え
方 

予
防 

応
急 

復
旧 

水産物
の生
産・流
通 
（続） 

陸揚・
荷さば
き機能 
（続） 

荷さば
き所機
能の確
保 

・荷捌き所の早期瓦礫撤去 
・被害の程度による優先復旧 

・荷さばきスペースの確保 
・衛生的な環境の確保（保健

所の営業許可が得られる程
度） 

・市場の早期復旧（代替施設
の確保、資機材の確保等） 

 
〇 
〇 
○ 

○ 
○ 
○ 

〇 

氷の確
保 

・内陸地域からの氷手配 
・代替手段による氷の確保 
・故障の多発による製氷機能の確

保困難 
・他地域との連携による氷の確保 
・断水による氷確保の困難 
・早期の氷の確保による出荷再開 
・氷の不足による原材料入手量の

制限 
・製氷施設の復旧の遅れ 

・複数の調達先の確保（内陸
との連携、買受業者等との
連携） 

・代替手段の確保（冷凍コン
テナの導入等） 

・早期の復旧 

 
○ 
○ 

○ 
○ 

 

水の確
保 

・給水車調達の困難 ・調達に関する連携体制の構
築（給水車の調達等） 

 
○ 

  

海水の
確保 

・他施設からの海水の入手 
・代替手段による海水の確保 

・必要な海水の確保（加工場
等の利用も含め） 

 
○ 

  

廃棄物
処理機
能の確
保 

・腐敗物処理方法の未確立による
復旧作業の遅れ 

・劣悪な環境による作業の困難 
・人手不足 
・処理体制の未確立による作業の

遅れ 
・他施設への移送による腐敗物発

生の防止 
・残滓の海上投棄 
・残滓運搬手段の喪失 

・災害時の廃棄物処理方法の
事前検討 

・廃棄物処理体制の構築 

 
○ 
○ 

  

電源の
確保 

・ソーラー発電機の導入 
・仮復旧電源の支障 
・発電機の燃料不足 

・発電機の確保等 
 

○ 
  

連絡体
制の構
築 

・復旧窓口の一本化 
・合同庁舎への集合 
・孤立箇所との無線による情報共

有 
・体制の未確立による対応の困難 
・連絡手段の喪失による情報収集

の困難 
・各種地域業者との連携体制未構

築による情報共有の困難 

・災害時の連絡体制の確立 
・連絡手段の確保（電話不通

時の連絡手段等） 
・連携体制の構築 

 
○ 
○ 
○ 

〇 
 

人材確
保 

・雇用の継続による魚市場の人材
確保 

・市場の人材不足 

・本格稼働に向けた人員確保 
 

○ ○ 〇 

データ
の確保 

・データの喪失による復旧の遅れ 
・パソコンの高所保管による流出

防止 

・データ、資産台帳等のバッ
クアップ 

・浸水対応（管理場所の高度
化等） 

 
○ 
○ 
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表 1-3-6(3) 東日本大震災からの学びより得られたガイドライン改訂の視点(3) 

分類 東日本大震災からの学び 

今後実施すべき事項（ガイド
ラインに記載すべき内容） 

既に記載済／新たに記載すべ
き視点・内容 

考
え
方 

予
防 

応
急 

復
旧 

水産物
の生
産・流
通 
（続） 

加工・
保管・
流通機
能 

加工機
能の確
保 

・設計図面の喪失による見積も
り・修理の困難 

・加工場の被災による水産加工品
の生産停止、荷物不足 

・他地域からの原材料入手 
・高台の冷凍冷蔵施設の停電 
・残滓運搬が可能となることによ

る加工作業の再開 
・土砂による排水処理施設の埋没 
・腐敗物処理体制の未確立による

作業の困難、人手不足、掘起し
作業の発生、劣悪な環境による
作業の困難 

・空地・空き工場等の情報把握の
困難 

・補助金等の情報把握の困難 
・残渣処理の実施 
・氷・海水の不足 
・電力不足の回避 
・氷不足による原材料入手の制限 

・加工場の生産能力の早期復
旧（設計図面のバックアッ
プ、加工可能量に対する原
材料の確保、残滓処理機能
の確保、加工に必要な海
水・氷等の確保等） 

 
○ ○ 〇 

冷凍機
能の確
保 

・冷凍機能の喪失に伴う餌料不足
による漁業再開の困難 

・凍結コンテナの確保による水揚
げ受入れ再開 

・冷凍施設の機能の確保（減
災、代替手段の確保等） 

 
○ 

  

倉庫機
能の確
保 

・荷物保管倉庫の片付けの遅れ ・倉庫機能の確保（減災、早
期復旧体制の構築） 

 
○ 

  

流通機
能の確
保 

・水産物運搬車両の被災 
・荷物不足による運搬業者の撤退 
・荷物不足による非効率な物流 
・流通体制の早期構築・確保 
・流通の広域連携 
・商品の処理における荷主・運送

業者間のトラブル 

・輸送手段の確保 
・効率的な輸送体制の構築 

 
○ 
○ 

  

インフ
ラ確保 

・道路の確保 
・吸い出しによる道路陥没 
・インフラ関係の復旧遅れによる

水産業復旧への支障 
・ライフラインの復旧時期による

事業復旧への影響 
・電気の復旧遅れ 
・浜先での発電機の使用 
・電力不足の回避 

・水産物の輸送路の確保 
・ライフラインの早期復旧

（復旧体制の構築、復旧見
通し情報の共有） 

 
○ ○ 

 

その他 申請支
援 

・補助金申請の困難 
・行政指導のもと各種申請 
・被災水産物の責任の所在が未整

備 
・補助金申請の困難による復旧の

遅れ 

・各種申請書類作成の補助・
支援体制の構築 

 
○ ○ 〇 
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表 1-3-6(4) 東日本大震災からの学びより得られたガイドライン改訂の視点(4) 

分類 東日本大震災からの学び 

今後実施すべき事項（ガイド
ラインに記載すべき内容） 

既に記載済／新たに記載すべ
き視点・内容 

考
え
方 

予
防 

応
急 

復
旧 

まちづ
くり 

漁業集
落の 
維持に
向けた
取組 

集落の
復旧・
復興 

・混乱を極める被災初期段階には
集落の孤立、安否確認、適切な
1 次避難場所の確保が困難 

・初期段階の集落コミュニテイの
分断 

・復興計画を念頭においた仮設住
宅整備地・瓦礫仮置場等との選
択の計画性や関連性が必ずしも
とれなかった 

・合意形成システムの構築に無理
があった（立場の相違による意
見集約の困難、伝統的集落共同
体的運営組織の重要性） 

・多様な事業を所管する行政窓口
の一元化ができにくく、住民と
の意思疎通が難しかった 

・復興に重要な地域組織と行政間
の適切な役割分担と連携が十分
できたとは言い難い 

・仮設住宅位置の事前検討
（復興に影響しない適切な
場所・用地の選定等) 

・住民・コミュニティにおけ
る合意形成（合意形成の必
要性、遅れへの対処、検討
組織づくり） 

・行政との合意形成（住民調
整を一元化する部署の設
定） 

・行政と地域コミュニティの
合意形成体制の構築（役割
の明確化と連携体制の構
築、情報提供等） 

 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

防災
（防潮
堤）） 

・想定外の被害への事前の対応方
針（防潮堤の形状や位置、高さ
等）がなく、復興全体の進捗を
遅らせた場合が多い 

・防災計画の考え方・方針の
明確化 

・防潮堤に関する事前の検討 

 
○ 
○ 

  

漁業集
落の復
旧・復
興にむ
けた取
組 

事前の
復旧・
復興計
画づく
り 

・事前の復旧・復興計画づくりに
関する関係者のイメージが共有
されていなかったため、計画づ
くりに多大の時間と労力を要し
た。 

・住民参加による事前復旧・
復興計画づくりやイメージ
の共有が重要・高台移転地
や適切な低地利用等事前の
適地選定・調整 

〇 
   

マスタ
ープラ
ンの作
成 

・マスタープランがないまま、個
別事業の連携や相互補完関係が
確保できなかった（被災直後の
混乱期に作成は困難） 

・漁村自体の多様性が計画基礎条
件である人口規模に直結（復興
のあり方が左右される） 

・マスタープランの作成（事
前の基礎情報の収集整理、
特に複雑な土地・建物権利
関係の整理と将来ビジョン
の合意、適確な産業・人口
フレーム設定に基づく過剰
施設整備回避の取組みや、
総合的空間計画・土地利用
整備計画の方針設定等） 

〇 
   

漁業集
落部の
計画づ
くり 

・狭い範囲内での多様な事業間調
整が困難 

・低地に集中する大規模基盤整備
の遅れによる低地利用事業推進
の遅れ 

・地域の柔軟な事業選択の困難、
事業のメリット・デメリット情
報の未周知で選択に混乱 

・情報不足（地籍調査、未利用地
等） 

・所管の異なる多様な事業間
調整が必要 

・事業選択（事業手法の運用
における柔軟な対応、事業
手法のメリット・デメリッ
ト情報の整理・周知、適切
な事業の組みあわせ、効果
促進事業や防集事業・漁集
事業の連携・活用）のため
の準備 

 
○ 
○ 

○ ○ 
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表 1-3-6(5) 東日本大震災からの学びより得られたガイドライン改訂の視点(5) 

分類 東日本大震災からの学び 

今後実施すべき事項（ガイド
ラインに記載すべき内容） 

既に記載済／新たに記載すべ
き視点・内容 

考
え
方 

予
防 

応
急 

復
旧 

まちづ
くり
（続） 

漁業集
落の復
旧・復
興にむ
けた取
組
（続） 

漁業集
落部の
土地利
用計画
づくり 

・低地利活用促進のための支援制
度や事業の必要性（嵩上等の付
加価値化事業、自治体独自事業
の創出等） 

・漁集事業による漁業関連用地の
個人利用配分のしくみづくりの
要請が見られた 

・低地利用（土地区画や所有
状況の把握、公有地と私有
地の混在への対応、住民参
加による活用、効果促進事
業等の効果的活用等）のた
めのイメージの共有と準備 

・漁集事業の内容・制度の明
確化と自治体における運用
手法の準備 

 
○ 
〇 

〇 〇 

計画づ
くりに
おける
工夫 

・有識者、大学、コンサルタント
等を十分活用できた地域とでき
なかった地域が見られた 

・拠点施設機能をコンパクトに集
約化することで、利便性の高い
復興につながった 

・嵩上げ用土砂の計画的補完（高
台移転地造成残土等）の活用が
補完的効果をあげた 

・外部支援者との対等なかか
わり方（地域力の醸成、役
割分担や交通整理の必要
性、地域要因を勘案した調
整、平時からのネットワー
ク形成等） 

・計画技術の工夫（拠点機
能・施設の集約、商業エリ
アの事前検討、各種残土処
理発生土の活用、独自の補
完的事業の創出等） 

〇 ○ ○ ○ 

その他 ・分りやすい住民参加型計画づく
りや事業マニュアルの不足 

・縦割行政が、総合的・一体的復
興の障害 

・社会指標予測の不足 
・地域振興が進んでいる地域の対

応力が強い 
・漁業振興の取組が早期漁業復興

につながる 

・住民参加型計画づくり・事
業マニュアルの整理 

・被災後を見据えた社会・経
済的予測 

・地域力強化のための平時の
地域振興の取組、被災後も
見据えた平時からの漁業振
興 

〇 ○ 
○ 
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③ガイドライン追補事項の整理 

前項までに整理した、今回の改訂において追加する視点・キーワードを、以下

に取りまとめた。（太字が新規追加、その他は記述を強化）。 

 

多くの視点・キーワードが出てきたが、分類すると、以下のようになる。 

 

ⅰ）災害の多様化、複合化への対応 

○高潮・高波・暴風等への対応へ 

気候変動等による台風などの災害が激化する中、頻発する高潮・高波・暴風

への対応が求められている。想定を超えた高潮・高波・暴風への対応も求めら

れており、津波対策を対象としたガイドラインから風水害を想定したガイド

ラインへの改訂を行っていく。 

○複合災害への対応、二次災害への対応 

2 つ以上の災害が重なった場合の対応、二次災害への対応も求められており、

留意点等の記載が必要である。また、感染症を踏まえた対応についても言及し

ておく必要がある。 

 

ⅱ）事前準備の必要性 

被害を最小限にし、復旧・復興を迅速に行えるような事前準備も求められて

いる。水産物の生産・流通に係る BCP も事前準備として重要である。また、被

災直後にまちづくりを進めていく困難さという東日本大震災の学びから、事

前復興計画の重要性も指摘されている。事前準備に関する記述を充実させる

必要がある。 

 

ⅲ）初動対応の重要性 

復旧・復興の迅速化には、瓦礫対策をはじめ、初動対応が重要である。人員

不足やどの事業を利用した良いかわからない等の理由で復旧・復興が妨げら

れることが無いよう、事業、財政、手続きといった面を含めた初動対応につい

ても記述を充実化させることが求められている。 

 

ⅳ）情報のデジタル化と活用の重要性 

ここ数年で飛躍的に発展したデジタル化の技術により、被害情報の収集や

共有が容易になった。これらの技術を活用し、情報収集の迅速化や情報共有、

確実な伝達などを行っていくことが望まれている。 

 

ⅴ）その他 

避難対象者の多様化（高齢者、外国からの来訪者等）、避難計画への多様な

視点（女性等）の導入等も求められている。 
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図 1-3-1 ガイドライン追補事項（キーワード・視点）の整理 
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２）ガイドライン構成の再構築 

①前提 

ⅰ）対象地域の確認 

漁場から陸揚げ、加工・流通に至る水産業として一体的に機能する地域を水

産地域とし、災害リスクへの対応力強化を図る。 

[水産地域のイメージ図]  

 

 

図 1-3-2 水産地域のイメージ 

  

岸壁 加工場市場漁場 冷凍・冷蔵 輸送（流通）
漁業集落・
水産都市

漁場 漁港 漁村

水産地域 
漁場から陸揚げ、加工・流通に至る水産業として一体的に機能する地域 
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ⅱ）ガイドラインの視点と柱 

これまでの 3 つの観点に、東日本大震災での経験および前回改定からの動

きを踏まえた新たな観点（地域の生活・コミュニティの継続）を加えた。 

上記の新たな観点を加えるため、柱として「迅速な復旧・復興まちづくりの

ために」を加えた。 

 

[現状] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改訂案】 

 

図 1-3-3 ガイドラインの視点と柱の改訂イメージ  

周到な
災害予防対策

①漁業地域の防災力の向上の
ために

①漁業地域における地
域住民・就労者・来訪
者の安全性の確保

②水産物生産・流通機
能の確保

③漁港・漁村の総合的
な防災対策

②水産物生産・流通機能の確
保のために

●３つの観点

●２つの柱

円滑な
災害復旧・復興

迅速な
災害応急対策

●２つの柱を防災・災害対応の各過程で整理
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②構成の変更 

「漁業地域の安心・安全の確保」「水産物生産・流通機能の確保」「迅速な復興

まちづくり」 の 3 つの柱を大項目とし、その下に「災害予防」「応急対策」「復

旧・復興」等の時系列を意識した目次構成とする。 

 

 

 

 

図 1-3-4 ガイドラインの構成変更イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行 改訂後
目次

Ⅰ ガイドラインについて
Ⅱ 漁業地域における防災の現状と課題
Ⅲ 漁業地域における防災対策の考え方
１．災害に強い漁業地域づくりの基本的理念
２．防災体制の構築
３．漁業地域における防災対策の考え方
Ⅳ 周到な災害予防

１．災害予防の考え方

２．地域住民や就労者・来訪者の安全性の確保
３．漁港・漁村の防災力の向上
４．水産物の生産・流通機能の確保のために
Ⅴ 迅速な災害応急対策

１．災害応急対策の考え方

２．地域住民や就労者・来訪者の安全確保
３．漁港・漁村の総合的な防災対策
４．水産物の生産・流通機能の確保のために
Ⅵ 円滑な災害復旧・復興

１．災害復旧・復興の考え方

２．復旧・復興に向けた体制づくり

３．被災状況の調査・検証

４．漁業地域の災害復旧・復興計画の策定
５．復旧・復興を支援する事業・制度の活用
Ⅶ 災害に強い漁業地域づくりに向けて
１．災害に強い漁業地域づくりの考え方
２．災害に強い漁業地域づくり       でのチェック
３．予想される被害の状況の整理
４．災害に強い漁業地域づくりのための調査・計画の作成
５．計画の検証・見直し

Ⅳ-３ 迅速な復興まちづくり
１．水産地域の復興まちづくりの基本的考え方
２．水産地域の特徴と基本理念
３．水産地域の復興まちづくりの検討手順
４．事後の持続的な地域の維持・振興

目次
Ⅰ ガイドラインについて
Ⅱ 水産地域における地震・津波及び風水害防災の現状と課題
Ⅲ 水産地域における防災対策の考え方
１．災害に強い水産地域づくりの基本的理念
２．防災体制の構築
３．水産地域における防災対策の考え方

Ⅳ 水産地域における災害への対応
Ⅳ-１ 安全・安心の確保
１．安全・安心の確保の基本的考え方
２．安全・安心の確保のための災害予防
３．安全・安心の確保のための応急対策
４．安全・安心の確保のための復旧・復興

Ⅴ 災害に強い水産地域づくりに向けて
１．災害に強い水産地域づくりの手順
２．災害に強い水産地域づくりチェックリスト
３．計画の策定および計画の検証・見直し
４．災害に強い水産地域づくり似向けた事業・制度の活用

と資金調達

Ⅳ-２ 水産物の生産・流通機能の確保
１．基本的考え方
２．水産物の生産・流通に関するBCPの策定
３．水産物の生産・流通に関するBCPの運用
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３）ガイドラインの改訂 

追補事項、構成変更を踏まえ、ガイドラインを改訂した。目次構成および記載

概要を以下に示す。改訂したガイドラインは資料編に示す。 

表 1-3-7 ガイドラインの目次構成及び記載概要（案） 

目次 記載概要 

Ⅰ ガイドラインについて 

 ガイドラインの前提、概要のとりまとめ 

 ガイドラインの構成、記載の方法、位置づけ、対象、ガイドライ

ンとマニュアルの関係等について記載 

Ⅱ 水産地域における知新・津波及び風水害防災の現状と課題 

 背景（水産地域の現状と課題） 

災害に関する情報（災害の概要、防災に関する法体系）、水産地

域に関する情報（漁港数、立地特性、来訪者の現状）、災害時に漁

港・漁村が果たす役割、漁業地域における対策の課題（多くの災害

リスクとリスクシナリオ例）等について、改訂前のガイドラインの

記載内容をベースに記載する。また、キーワードを追記する。 

Ⅲ 水産地域における防災対策の考え方 

１．災害に強い漁業地域づくりの基本的理念 漁業地域の特性を踏まえた防災の各段階における対策の考え方に

ついて 

災害に強い漁業地域づくりの基本的理念、体制の構築、漁業地域に

おける災害への対応の考え方について、改訂前のガイドラインの

記載内容をベースにきさいする。また、キーワードを追記 

２．防災体制の構築 

３．水産地域における防災対策の考え方 

Ⅳ 水産地域における災害への対応 

Ⅳ-１ 安全・安心の確保 

１．安全・安心の確保の基本的考え方 地域住民や就労者の安全確保、水産地域の人命を守る防災・減災対

策について 

 以下に示すように、避難および水産地域の人命を守るための防

災・減災について予防、応急対策、復旧・復興の順で記載 

２．安全・安心の確保のための災害予防 

３．安全・安心の確保のための応急対策 

４．安全・安心の確保のための復旧・復興 

Ⅳ-２ 水産物生産・流通機能の確保 

１．漁業地域における BCP の基本的考え方 水産物生産・流通機能の確保について 

「漁業地域における水産物生産・流通に関する BCP ガイドライ

ン」の【策定編】【運用編】を合本、BCP の基本的考え方、BCP の策

定、BCP の運用について記載。実効性を高めるよう、記述を拡充す

る。キーワードを追記する 

２．水産物の生産・流通に関する BCP の策定 

３．水産物の生産・流通に関する BCP の運用 

Ⅳ-３ 迅速な復興まちづくり 

１．水産地域の復興まちづくりの基本的考え方 事前復興および持続的地域維持・発展について 

 東日本大震災等の教訓に学び、事前復興(特に、事前復興計画策

定)の重要性を新たに追加 

 東日本大震災等の教訓に学び、復興計画・事業実施後の持続的地

域維持・発展の取組の重要性を新たに追加 

２．水産地域の特徴と基本理念 

３．水産地域の復興まちづくりの検討手順 

４．事後の持続的地域維持・発展 

Ⅴ 災害に強い水産地域づくりに向けて 

１．災害に強い漁業地域づくりの手順 災害に強い漁業地域を維持していくための手順、知識 

 チェックリストや計画策定後の検証・見直し、活用可能な事業や

支援等について記載 
２．災害に強い漁業地域づくりチェックリスト 

３．計画の策定及び計画の検証・見直し 

４．災害に強い水産地域づくりに向けた事業・

精度の活用と資金調達 
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（４）漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドラインの改訂 

１）ＢＣＰガイドラインの構成の再編・見直し 

「漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドライン【策定編】」」

および「漁業地域における水産物の生産・流通に関する BCP ガイドライン【運用

編】」の２つのガイドラインを一本化し１つのマニュアルに統合する。 

改訂後の「災害に強い水産地域づくりガイドライン」では、BCP の必要性や基

本的な考え方のみを記載することとし、BCP マニュアルでは、基本的な考え方に

加え、BCP 策定・運用の検討手順等ＢＣＰを策定・運用する際の手引き書として

詳細を記載する。 

 

２）ＢＣＰガイドラインへの更新・追補事項の整理 

以下の３点を拡充する。 

 

   ①実効性を高めるための記載方法 

現行の BCP ガイドライン【策定編】は、資料編に対策一覧表が列記されている

が、対策を実施するために必要な記載までは明記されていない。策定済みの地域

BCP は、必要な対策・対応までは記載されているが、具体的な記述が不足してお

り、被災した際に即行動出来るまで記載されている事例が少ない。 

したがって、改訂するガイドラインでは「実効性を高めるために必要な記載」

の必要性をガイドラインに、具体的な記載例をマニュアルに示し、地域 BCP の

実効の向上を促す。 

表 1-4-1 実効性を高めるための記載方法 

内容 既存ＢＣＰで

の記載 

実施に必要な記載 

対策実施者 ○漁協、○県、

○市 

○漁協市場部 

○県○○部○○課 

○市○○部○○課 

場所・数量・期間

（段階的に設定） 

①陸揚げ岸壁

の確保 

②氷の確保 

【1 か月】○号岸壁 Ｌ＝100ｍ＜応急復旧＞ 

【6 か月】上記＋○号岸壁 L=250ｍ＜本復旧＞ 

【2 年後】全岸壁＜本復旧＞ 

【1 か月】○○用地に 2 基（10ｔ／日）＜冷凍コンテナ＞ 

【3 か月】貯氷・砕氷施設 1 棟（40ｔ／日）＜仮設＞ 

【1 年後】製氷施設 1 棟（100t／日）＜本復旧＞ 

代替方法 ○○を業者に

手配 

手配先の特定 

○○との協定締結 

 

 

 

 

  

【追加の必要性】 

○地域ＢＣＰで運用訓練を実施した際、ＢＣＰに記載している内容が抽象的では、即時行動

することが出来ないとの課題が生じた。 

○ＢＣＰガイドラインにおいて、参考資料として必要な対策・対応までは記載されているが、

具体的な記載方法まで言及していない。 
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   ②再開目標の設定と必要な検討 

被災後の生産・流通は初期に部分的な再開をめざし、段階的に復旧することと

なる。ＢＣＰにおいては、各機能を段階的に復旧することも想定し対応を検討す

る必要がある。 

特に、被災直後に最低限必要な対応について整理することで、早期再開の実現

が可能であるとともに、優先的に実施する対策を明確化することが可能である。 

また、対策を検討する際には、再開までの期間を設定し当該期間に間に合う対

策を検討・実施することが重要である。 

なお、対策の実施状況を常に把握しておくことで、実際に被災した際、再開ま

での目標期間を設定するに重要な情報となる。 

 

表 1-4-2 再開目標の設定と必要な検討 

目標 項目 目標実現に必要な検討事項 

中型まき

網船を受

け入れる 

岸壁 ・中型まき網船を受け入れるために最低必要な岸壁延長を検討 

例）通常は 2 隻が同時に陸揚げするが時間をずらせば 1 バースで

も対応可能。 

  中型まき網船の１隻の必要バースは L=60m 

※L=60m を使用可能とするための応急復旧体制を構築する。 

資機材 ・中型まき網船の陸揚げ量より受入に必要な資機材及び数量を設

定 

例）選別機１基、フォークリフト 2 台、トロ箱 50 箱 

※上記を確保するため備蓄又は手配先を特定する。 

氷 ・中型巻き網船の陸揚げ量より受入に必要な資機材の数量を設定 

例）20ｔ/日の氷を確保 

※製氷貯氷施設の修理先・購入先の特定や冷凍コンテナの手配す

る。 

冷凍冷蔵

施設 

・中型まき網船の陸揚げ量より受入れに必要な冷凍施設の数量を

設定 

例）100t／日の鮮魚を冷凍可能な施設 

※近隣で保管可能な施設の特定や協定締結、冷凍冷蔵施設の修理

先の特定。 

 

 

 

 

  

【追加の必要性】 

○東日本大震災では、再開する漁業種を特定し目標設定を行った。 

○ＢＣＰガイドラインでは、再開目標を設定しての対策の検討方法に言及していない。 
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   ③具体的な対策検討の流れ 

BCP では、単に施設の復旧を目指すものではなく、当該施設が保有している機

能を回復させることを検討する必要がある。 

単に施設を復旧するだけであれば、当該施設の修理・建設する時間を短縮する

対策を検討すれば良いが、被災後は施設の撤去、施設の購入・建設（組み立て）、

施設が有していた機能の回復の全てについて検討する必要がある。 

よって、対策を検討する際には、施設が被災した際に施設の機能が回復するま

でに対応が必要となる事象を洗い出し必要な対策を検討する必要がある。 

 

 

 
図 1-4-1 養殖施設が被災した際の対策検討方法の例 

 

①流出する可能性がある漁場施設の把握 

【STEP1 基本的な検討】 

現状の養殖施設の種別・場所等を調査し、津波や高潮来襲時に流出する可能性が

ある養殖施設を特定する。 

 

【STEP2 具体的な検討】 

上記で漂流物となり得る養殖施設が抽出された場合は、その具体的な数量等を

把握する。 

例）養殖生簀：20m×20m×10 基、養殖ロープ：100m ロープ×50 本 等。 

  

②流出した養殖施設の撤去方法の検討 

【STEP1 基本的な検討】 

漂流物化した養殖施設が、水域施設に堆積した場合は、漁業活動に影響する可能

性が高いため、施設撤去体制、方法、必要機材等を事前に検討しておく。 

【STEP2 具体的な検討】 

養殖施設の所有者が明確な場合は、所有している漁業者が撤去、明確ではない場

合は漁協が撤去するなど、事前に具体的な担当者を決めておく。また、養殖施設の

撤去に必要となる重機を手配する担当者、手配方法も検討する。 

回収した養殖施設が破損して使用できない場合、どこに撤去するのか、撤去する
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ための必要面積を検討する。 

なお、陸上からの漂流物が水域や漁場に堆積することも想定されるが、これら対

策は漁港の対策で検討する。 

 

③養殖施設の復旧方法の検討 

【STEP1 基本的な検討】 

養殖施設が流出・破損した場合でも、迅速に漁業活動を再開するために、予備

の養殖施設を準備しておくか、購入先を事前に検討する。また、養殖施設を組み

立てるための場所を検討する。 

【STEP2 具体的な検討】 

被災直後は十分な量を確保することが困難であるため、漁業活動を再開する

ために最低限必要となる養殖施設の数量等を検討しておき、予備確保もしくは

購入を検討する必要がある。また、養殖生簀の修理・組み立て等を行うためのオ

ープンスペース等も事前に検討し、瓦礫撤去の優先順位検討の参考とする。 
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３）ＢＣＰガイドライン改訂案の作成 

追補事項、構成変更を踏まえ、ＢＣＰガイドラインを「災害に強い水産地域づ

くりマニュアル～水産物の生産・流通機能の確保編」として改訂案を作成した。 

同マニュアルの目次構成を以下に示す。 

 

 

  

災害に強い水産地域づくりマニュアル～水産物の生産・流通機能の確保編～ 

 

【本編】 

Ⅰ マニュアルについて 

 Ⅰ－１ はじめに 

 Ⅰ－２ BCP の必要性 

 Ⅰ－３ 当マニュアルにおけるＢＣＰの位置づけ 

 Ⅰ－４ 検討対象 

Ⅱ 水産物の生産・流通に関する BCP の策定 

 Ⅱ－１ BCP 策定の基本的な考え方  

 Ⅱ－２ 水産地域 BCP の策定方針  

 Ⅱ－３ 水産地域の特徴把握  

 Ⅱ－４ 水産地域の問題点・課題の把握  

 Ⅱ－５ 対策内容の検討  

 Ⅱ－６ 実効性を高めるための対策検討 

Ⅲ 水産物の生産・流通に関する BCP の運用 

 Ⅲ－１ BCP 運用の必要性と基本的な考え方 

 Ⅲ－２ BCP の運用体制 

 Ⅲ－３ BCP の運用計画 

 Ⅲ－４ BCP の演習・訓練 

 Ⅲ－５ BCP の改善点の検討と改訂  

【資料編】 

資料 1 対策一覧表 

資料 2 対策の優先度の検討に資する復旧曲線の作成手順  

資料３ 漁港における生産・流通機能確保に資する対応  

【参考事例編】 

１．過去の災害における復旧過程と教訓  

（１）東日本大震災の復旧過程と教訓  

（２）西日本地域における豪雨・高潮災害の復旧過程と教訓  

（３）津波・高潮等の災害による漁場被害の実態調査  

２．BCP 協議会以外の関係者との連携体制の構築について  

（１）生産機能の早期復旧にかかる連携体制の構築  

（２）流通機能の早期復旧にかかる連携体制の構築  

３．経営上必要となる基盤の確保について  

（１）震災後の事業資金確保  

（２）被災時における行政への各種申請手続  

４．ＢＣＰの運用訓練について  

（１）串本地域の BCP 運用訓練の事例  

（２）奈屋浦地域の BCP 運用訓練の事例  
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（５）漁業地域の減災計画策定マニュアル、水産物産地市場の減災計画策定マニュア

ルの検討・整理 

 

１）「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」とマニュアルの構成の変更 

「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」は、改訂を行うことで、①漁業地域

の安全・安心の確保のために、②水産物生産・流通機能の確保のために、③迅速な

復興まちづくりのために、という 3 つの柱に再構成された。 

この 3 つの柱に合わせ災害に強い漁業地域づくりマニュアルも 3 部構成とした。 

 

図 1-5-1 構成変更の概念図 

前項で示したとおり、従来の「漁業地域における水産物の生産・流通に関する

BCP ガイドライン」の策定編と運用編を合わせて“水産物の生産・流通機能の確

保編”を作成する。また、「漁業地域の減災計画策定マニュアル」の漁業地域に

おける避難に関する事項、漁業地域における総合的な防災・減災対策に関する事

項及び「水産物産地市場の減災計画策定マニュアル」の産地市場の避難に関する

事項を統合して、“安全・安心の確保編”を作成する。 

なお、「水産物産地市場の減災計画策定マニュアル」の BCP づくりに関する事

項は“水産物の生産・流通機能の確保編”に吸収されるものと整理する。 

また、新たに追加された柱に対応する“迅速な復興まちづくり編” について

は、事前復興計画の策定やそれを踏まえた復興計画の策定、持続的な地域の維持

を踏まえた復興まちづくり等に関するマニュアルとして、新たに作成する。  

漁業地域
における
水産物の
生産・流
通に関す
るBCP ガ
イドライ
ン（改訂
版）

災害に強い漁業地域づくりガイドライン

減災計画策定マニュアル

漁業地域の減災計画
策定マニュアル

水産物産地市場の減
災計画策定マニュア
ル

【解説書】

【手引書】

自らの手で防災・減災計画を容易に策定するた
めの手引書

関係者が災害に備えて取り組むべき事項を網羅
的に示した【解説書】

■記載内容
ⅰ)漁業地域の避難計画
ⅱ)総合的な防災・減災

対策

■記載内容
ⅲ)産地市場の避難計画
ⅳ)BCPづくり

災害に強い漁業地域

災害に強い水産地域づくりマニュアル

安全・安心の確保編 水産物の生産・流通
機能の確保編

【解説書】

【手引書】

■記載内容
ⅰ)避難計画の策定
ⅱ) 総合的な防災・減

災対策

■記載内容
BCPの策定
BCPの運用

迅速な
復興まちづくり編
■記載内容
事前復興計画の策定、
事前復興計画を使った
復興計画の策定、
持続的地域維持・振興

災害に強い水産地域づくりガイドライン

関係者が災害に備えて取り組むべき事項を網羅的に
示した【解説書】

ガイドラインで解説した計画について、
地域が自らの手で策定 運用するための手引書

「漁業地域の減災計
画マニュアル」の内
容を踏襲、追記

「漁業地域における水産物
生産・流通に関するBCPガイ
ドライン」の【策定編】
【運用編】を合本、追記

新たに作成
（事前復興計画の策定、それ
を踏まえた復興計画の策定、
持続的な地域の維持を踏まえ
た復興まちづくり）

災害に強い水産地域

[改訂前] [改訂後]
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２）「災害に強い水産地域づくりマニュアル～迅速な復興まちづくり編～」の記載

概要 

 

「災害に強い水産地域づくりマニュアル～迅速な復興まちづくり編～」は、水

産地域の復興まちづくりに実際に着手しようとする利用者に対し、具体的・実用

的な取組手法や技術的方法を整理するものである。 

目次構成案を以下に示す。 

原則として復興まちづくりを行う上での時系列に沿って取りまとめた。 

構成は「復興まちづくり計画の策定計画」と「持続的地域維持・振興」とに分

かれるが、時系列的には平行作業となる。 

すなわち、復興まちづくり計画を策定しつつ、地域の持続的な維持や振興とい

う行動は常に行われるべきである、という考え方である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-2 漁業地域の復興まちづくりマニュアルの概念図 

 

 以下に、「災害に強い水産地域づくりマニュアル～迅速な復興まちづくり編～」策定

に向けて検討した目次を示す。  

 

１ 

災害予防時 

2 

応急対応時 

↓ 

↓ 

3 

復旧・復興

時 

↓ 

↓ 

事後の持続的な地域の維持・振興 

↓ 

持続的地域維持・振興の取組 

・集落空間やコミュニティの変化
への対応 
・民間活力導入・復興ツーリズム
等 

持続的地域維持・振興の取組 

・地域の意思を束ねるまちづくり
組織育成と行政連携・協働 
・交流人口ネットワーク形成等 
・ 

(1) 現状把握(地域の実態や課題を把握するためのデータや資料の収

集) 

(2) 事前復興まちづくり計画の策定 

          ↓↑ 

(3) 事前復興まちづくり計画の運用 

 

(4) 災害時の対応(災害・被災実態 

の把握) 

 

(5) 復興まちづくり計画の策定 

（事前復興計画の見直し・修正） 

 

復旧・復興事業申請➝復興まちづくり計画の事業化 

復興まちづくり計画の策定 持続的地域維持・振興 
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災害に強い水産地域づくりマニュアル～水産物の生産・流通機能の確保編～ 

目次（案） 

１．はじめに 

（１）目 的  

（２）利用対象者  

（３）想定災害  

（４）対象地区の選定  

（５）基本的留意事項  

（６）本マニュアルの位置付けと構成  

２．現状把握 

（１）データや資料の収集  

（２）地域特性や課題に関する共通認識の形成  

（３）地籍調査の実施  

（４）仮設住宅や移転候補地のリスト化  

３．復興まちづくり計画の策定 

３―１ 事前復興まちづくり計画の策定と運用 

３－１－1 事前復興まちづくり計画の策定 

（１）対象地区の選定  

（２）検討体制の整備  

（３）災害の想定と課題の抽出  

（４）事前復興まちづくりイメージの整理  

（５）事前復興計画図の作成  

（６）実現化手法の検討  

３―1－２ 事前復興まちづくり計画の運用 

（１）各種上位計画への反映  

（２）先行的な事業実施  

（３）計画の見直し・修正  

（４）復興まちづくりのシミュレーションと模擬訓練  

３―２ 被災時の状況把握、情報受発信(災害・被災実態の把握) 

（１）災害・被害状況の把握  

（２）情報収集と発信  

３―３ 復興まちづくり計画の策定（事前復興計画の見直し・修正） 

（１）復旧・復興体制の再構築  

（２）事前の被害想定との相違の確認  

（３）復旧・復興に向けた課題抽出  

（４）復興計画の見直し・修正  

４．事後の持続的な地域の維持・振興 持続的地域維持・振興 

４―１ 事前の取組 

（１）地域振興の継続的な取り組み  

（２）地域の意思を束ねるまちづくり組織の育成  

（３）行政と水産地域住民組織の協働関係の構築  

（４）受援窓口や対口支援  

（５）交流人口の創出によるネットワーク形成  

（６）複数の漁港漁村を単位とした地域力や漁港機能の強化  

４―２ 事後の取組 
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２．防災・減災対策に資する漁港施設の予防保全（老朽化対策）を実施することによ

る事業効果の算定手法の調査 

（１）国土交通省及び農林水産省所管公共事業における老朽化便益の算定手法に関す

る情報収集 

漁港施設の老朽化対策を実施する場合の事業効果（費用対効果）の算定手法に 

関する情報を、国土交通省所管公共事業及び農林水産省所管公共事業を対象とし

収集し、便益として計上している効果の考え方及びその算定手法、その他老朽化対

策に関する事業の費用対効果分析の手法について整理した。 

 

 

省庁 老朽化便益の算定手法に関する情報 

国土交通省 港湾 ・評価手法未確定のため近年は基本なし。 

・古い事業まで遡ると事例あり。 

道路 ・なし。 

農林水産省 林野 ・なし。 

水産 ・機能保全対策はＢ／Ｃ不要。 

・過去に維持管理に関する効果評価について検討

された事例はあり。 

農業 ・国営施設機能保全事業・国営施設応急対策事業

で、老朽化による機能の衰退・喪失を想定し、“事

業なかりせば“失う作物生産、品質向上等の効果を

便益として計上している。 

 

 

１）国土交通省所管公共事業における算定手法に関する情報収集 

①港湾関係事業 

港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成２９年３月、国土交通省）に

よると、「老朽化対策による効果は、現時点では評価手法が未確定であるため、

定性的に把握する。」とされている。 

古い港湾整備事業まで遡ると老朽化対策による便益を算定している事例が少

ないがある。 

港湾は維持管理計画を作成し港湾管理者が適切に施設を維持管理することに

なっており、近年の直轄整備事業で老朽化対策の便益を計上している事例は見

つからない。 
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港湾整備事業の費用対効果分析マニュアルより抜粋  
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図 3-1-1 A 港の事例 

 

 

図 3-1-2 B 港の事例 

Ａ港の事例

・平成１５年度に着手したＡ港の離島港湾整備プロジェクト。
・老朽化対策をしない場合は他港利用となると想定し、50年間便益を計上。
・復旧費の回避は計上していない。
・現在、防波堤の老朽化対策事業も検討中（非公表）。

Ｂ港の事例

・平成２３年度に着手したＢ港の整備プロジェクト。
・老朽化対策をしない場合は他港利用となると想定し、50年間便益を計上。
・復旧費の回避は計上していない。
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図 3-1-3 C 港の事例 

 

  

Ｃ港の事例

・平成１９年度に着手したＣ港の整備プロジェクト。
・老朽化対策と合わせて耐震強化岸壁に改良。（同一岸壁）
・老朽化対策をしない場合は他港利用となると想定し、50年間便益を計上。
・復旧費の回避は計上していない。耐震強化岸壁の便益で施設被害の回避を計上。
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２）農林水産省所管公共事業における算定手法に関する情報収集 

①農林水産省所管公共事業における算定手法に関する情報収集 

、過去、水産庁でも施設の機能維持に関する効果評価について検討されていた

こともある（平成 21 年度 漁港施設の機能維持による統一的な効果評価基準の

開発 検討委員会）。 

ただし、その後、機能保全事業に関しては費用対効果分析が不要となったため、

上記で検討された内容は現在公表されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-4 水産基盤ストックマネジメント事業費用便益の考え方と算定例 

 

②農業：国営施設機能保全事業・国営施設応急対策事業 

老朽化による機能の衰退・喪失を想定し、“事業なかりせば“失う作物生産、

品質向上等の効果を便益として計上している。 

また、耐震性能を有しない区間において施設が損壊し、復旧工事費が発生する

ことについて、災害時の復旧対策費軽減効果として計上している。 
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（２）手法の提案 

(1)およびこれまでの水産庁事業評価技術検討会での議論を踏まえ、漁港施設

の老朽化対策にかかる便益の計算及び費用計上について、適切な手法を検討・提

案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Without（整備前）

With（整備後）

現在 10年後 20年後 30年後 50年後・・・

移動経費の増加

考え方
１

計上便益

老朽化による倒壊

倒壊後、復旧せず、近隣の代替施設を使用する

老朽化が著しい施設を予防保全することで漁港機能が維持される

老朽化対策

・考え方１：失われた機能の便益を計上する
復旧を想定しない場合は、その機能が失われるとして、評価対象期間中ずっと失われたままと想定される機
能に相当するもの（例えば近隣の代替施設の使用に係るコスト分）が便益となると考えられる。

Without（整備前）

With（整備後）

現在 10年後 20年後 30年後 50年後・・・

移動経費の増加

考え方
２

計上便益

復旧費の削減

老朽化による倒壊

倒壊後、復旧することで漁港機能が維持される

復旧費の削減

老朽化が著しい施設を予防保全することで漁港機能が維持される

老朽化対策

復旧

・考え方２：失われた機能の復旧を想定し、失われた機能の便益＝復旧費に代替して計上する
失われた機能は復旧という対応をとることが多い。復旧以降の失われた機能に相当するコスト＝復旧費と考
え、復旧費および復旧により機能が回復するまでの期間における失われた機能に相当するコストを便益とし
て計上する。

計上便益

無し
※機能保全計画策定の
費用も無し

（費用便益算定の対象外）

Without（整備前）

With（整備後）

現在 10年後 20年後 30年後 50年後・・・

老朽化による倒壊

倒壊後、復旧せず、近隣の代替施設を使用する

機能保全計画による漁港機能が維持される

老朽化対策

［参考］機能保全計画に位置付けられ、機能保全事業で実施するものは対象外とする場合

・通常、漁港では、施設の老朽化対策は機能保全事業で実施するため、Ｂ／Ｃが不
要となっている。（機能アップと機能保全で事業のすみわけがされている）

・このことから、機能保全計画に位置付けられている施設で、機能保全事業で対策
を実施する施設は対象外とする。

・考え方１～２は、機能アップが老朽化対策の効果も併せ持つ場合を主に想定して
いる。

（例：外郭施設への防風柵整備に合わせ、当該施設が老朽化している場合は老朽化
対策も実施する）
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（３）有識者からの意見聴取 

１）有識者ヒアリング 

算定手法について、有識者から意見聴取を行った。有識者の選定にあたっては、

①事業評価技術検討会委員からの視点、②平成 30 年度ストック効果に係る評価

手法の充実化等調査における費用対効果分析ガイドラインの見直しに関する検

討委員会（H30 費用対効果分析ガイドラインの見直し検討会）委員からの視点、

③行政経験の豊富な識者からの視点、を得られるように選定した。 

なお、①については、これまでの事業評価技術検討会での議論を踏まえ、老朽

化対策の便益について議論・指摘していただいた委員を選定した。 

 

有識者氏名 所属 選定理由 

岡安 章夫 東京海洋大学 海洋資源エネル

ギー学部門 

①事業評価技術検討会委員 

②H30 費用対効果分析ガイドライ

ンの見直し検討会委員 

中嶋 康博 東京大学大学院 農学生命科学

研究科 

②H30 費用対効果分析ガイドライ

ンの見直し検討会委員 

中村 良平 岡山大学 経済学部 ①事業評価技術検討会委員 

大村 益男 一般社団法人 岩手県漁港漁村

協会 

③行政経験の豊富な識者 

 

ヒアリング結果を以下にとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡安先生 中嶋先生 大村専務 中村先生

１．老朽化
対策の便益
について

・どのケースも考え方自
体は問題ない。
・考え方１は復旧費以外
にも撤去費用も生じる。
・考え方２は記載のとお
りで問題ない。

・機能診断を実施して、
確実に倒壊する場合は提
案手法で問題ない。

・老朽化対策の便益に大
きな齟齬はない。
・市町管理漁港は技術者
がいないため便益算定方
法を事例集にまとめてほ
しい。

・逸失した価値を便益として
考えるため、考え方１が通常
の費用便益分析の考え方であ
る。必要となる費用を分母、
それによって得られる効果を
分子にする考え方が基本であ
る。

２．復旧費
の削減をコ
ストから差
し引くか、
便益で計上
すべきか

・B/Cは公共事業の実施可
否を判断するものなので、
コスト、便益どちらでも
よい。

・復旧費の削減をコスト
から引くか、便益で計上
するかは大きな問題では
ない。
・復旧費を便益で賄える
かが重要である。

・プロジェクトの目的を
踏まえ、復旧費は便益と
して計上することでよい
と考える。

・費用便益分析の考え方は、
分母がかかった費用、分子が
生み出される付加価値と考え
る。整備したときの費用を分
子に入れるのは、本来の費用
対効果分析の考え方と違う。
そのため、復旧費を便益とす
るのは納得しにくい。
・プロジェクトとして、施設
倒壊回避を対策効果（＝便
益）として考えるためには発
生確率を考慮する必要がある。
いつ施設倒壊するのかわから
ないのだから発生確率を考慮
する必要がある。

３．便益発
生年の考え
方

・施設倒壊する年を確率
的に算定する手法がエン
ジニアとしては理解しや
すいが具体的な予測は困
難。
・耐用年数を経過した施
設は機能しないと考える
ことは妥当。

・施設倒壊が遅くなるほ
ど社会的割引率により便
益が小さくなる点に留意
が必要。
・耐用年数が経過した施
設はいつ倒壊してもおか
しくないため耐用年数が
経過した年から便益が発
生するシナリオは合理的
である。

・耐用年数を超過した年
以降に機能が消失すると
想定し、その年以降に便
益が発生するという考え
方は妥当であると考える。
・市町管理漁港は機能保
全計画をしっかり策定し
ているか不明。

・便益発生年は、老朽化して
価値が減耗したときではなく
て、復旧したときである。老
朽化対策を行って復旧したと
きに便益が発生すると考える
のが妥当である。
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２）有識者ヒアリング結果を踏まえた方針 

有識者ヒアリングを踏まえた便益算定方針を以下に示す。 

 

【老朽化対策の便益算定手法について】 

 ・必要となる費用（Ｃ）を分母、それによって得られる効果を便益（Ｂ）を分子とする

費用対効果分析の基本的考え方を踏まえ、考え方１による便益算定手法を基本とする。

（老朽化対策（補修）を実施後、耐用年数期間は便益が発現するものとし、便益は老

朽化対策（補修）実施後、50 年間計上する。） 

 ・考え方２は、今後の検討課題とする。 

（施設復旧以降の失われた機能の便益＝復旧費に代替するということは、復旧にかか

る事業に着目した場合、B/C＝1 と仮定する、ということを意味することとなり、その

妥当性について検討する必要があると考えられるため） 

 

【便益対象施設、便益発生年の考え方】 

 ・便益対象施設は、老朽化が進行しておりいつ倒壊してもおかしくない施設として、機

能保全計画の健全度Ａ判定の施設を対象とする。 

 ・便益発生年は、耐用年数を経過しており、老朽化対策が完了した年から便益が発生す

るものとする。 
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（４）モデル地区での試算 

モデル地区を３地区以上設定し試算・検証を行い、「水産基盤整備事業費用対効果

分析に関する事例集（案）」に追記できるよう整理した。 

漁港施設の老朽化対策にかかる便益の計算は、対象施設によって老朽化対策の効

果発現シナリオが異なると想定される。そのため、提案手法で便益算定するモデル

漁港は、防波堤、岸壁、荷さばき施設の整備を実施している漁港を抽出した。 

 

 

【モデル漁港】 

対象施設 モデル漁港 選定理由 

① 防波堤 E 漁港（第４種） ・事業評価技術検討会で、老朽化対策の便

益について議論の対象となった漁港で

あるため。 

・防波堤への防風柵の整備に合わせて、堤

体の機能保全対策を実施する事業であ

るため。 

② 岸壁 F 漁港（第２種） ・岸壁の機能強化対策を実施した事業の

中で、特に老朽化が進行している施設

を対象とした事業より３地区抽出。 

・上記の３地区の中で、次回の事業評価

（期中評価）が最も早く実施される可

能性が高い E 漁港を対象とした。 

・なお、施設の老朽化状況は、「漁港漁場

分野における長寿命化対策検討調査報

告書（機能保全計画書データ）」より調

査した。 

③ 荷さばき施設 G 漁港（第２種） ・直近の事業評価で荷さばき所を対象と

した事例を収集整理し、２地区抽出。 

・その結果、老朽化した荷さばき所を撤去

して、新たに荷さばき所の整備を実施

する事業の G 漁港を対象とした。 
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①防波堤：E 漁港（第４種） 

【整備前における課題】 

・老朽化により防波堤の機能が消失するため、自港を利用した漁業活動（陸揚・

準備・休けい）ができなくなる。そのため、代替港での漁業活動を余儀なく

されることから、漁場までの海上移動費、自宅までの陸上移動費が余分にか

かることになる。 

 

【施設整備により期待される効果】 

・防波堤の改良により、施設機能が維持され、自港を拠点とした漁業活動を継続

して行うことが可能となる。 

・これにより、代替港までの海上移動費、陸上移動費が削減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意点】 

・本事例の便益は、防波堤機能消失による航路埋没を想定したシナリオである

ため、全日数を対象としている。防波堤機能消失により静穏度悪化のシナリ

オの場合は、静穏度が悪く自港が利用できない日数のみを便益対象とする。 

（例：波高０．５ｍ未満であれば自港利用可能なので便益対象外とする 等） 

・整備により高波による浸水防護効果や漁船被害防止効果等も想定される場合

は、その効果も計上することができる。 

・便益は５０年間計上する。（考え方 1） 

 

【便益試算結果】 

 ・年間便益額：39,223 千円 

 ・総便益額（現在価値換算後）：692,561 千円 

 

【参考（事業全体の B/C 試算結果）】 

 ・本手法の適用前のＢ／Ｃ（復旧期間２年として老朽化便益計上）：1.22 

 ・本手法の老朽化便益追加後のＢ／Ｃ：1.51  
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

区分

調査日：令和元年8月5日
調査対象者：漁業協同組合
調査実施者：港湾事務所職員
調査実施方法：ヒアリング調査

年間便益額 39,223 ⑰＋⑱＋⑲＋⑳

時間価値原単位及び走行経費原単位(平成29年価格)の算出
方法(平成30年2月、国土交通省道路局) 一般道路(平地)・小型
貨物（軽トラック）・速度40㎞

GDPデフレータ
17.84円/km×1.027/1.028(H30/H29)≒17.82円/km

車両経費削減額 （千円/年） 1,336 ⑥×②×(⑨－⑩)×⑯／1,000

(km) 1.6

走行経費 （円/km） 17.82

走行距離
[整備前] (km) 38.8

[整備後]

①×②×(③－④)×⑫×⑬/(⑭×0.001)×⑮／1,000

燃油単価 (円/L） 73.0
石油製品価格調査（経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料
部）

海上移動燃料費削減額 （千円/年） 13,456

漁船燃費 (kg/Ps・hr） 0.17 水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン－参考資料
－(令和2年5月、水産庁)燃料重量 (Kg/m3） 820

漁船馬力 (Ps） 231 北海道漁船統計表（H30北海道水産林務部）

⑥×②×(⑦－⑧）×⑪／1,000

(時間) 0.04

陸上移動時間の短縮 （千円/年） 4,785

陸上移動時間
[整備前] (時間) 0.97

[整備後]

対象車両台数 （台） 28

海上移動時間の短縮 （千円/年） 19,646 ①×②×(③-④）×⑤×⑪／1,000

乗組員数 (人/隻) 2

漁業経営調査報告書（R1年11月農林水産省）より算定

(時間) 0.54

漁業者 労務単価 (円/時間) 2,552

航行時間
[整備前] (時間) 2.16

[整備後]

操業日数 (日/年) 72

数量 備考

対象漁船隻数 （隻） 33

■■■ ■■■ △△△△部 
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②岸壁：F 漁港（第２種） 

【整備前における課題】 

・老朽化により陸揚岸壁の機能が消失するため、自港で陸揚作業ができなくな

る。そのため、代替港での陸揚作業を余儀なくされることから、漁場までの

海上移動費が余分にかかることになる。 

 

【施設整備により期待される効果】 

・岸壁の改良により、施設機能が維持され、通常通りの陸揚げが可能となる。 

・これにより、代替港までの海上移動費が削減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意点】 

・一部、陸揚可能な岸壁が残っている場合は、充足率低下による陸揚待ち時間の

削減といった効果が計上できる。 

・休けい岸壁が機能消失する場合は、多層係留に要する作業時間の削減といっ

た効果を計上できる。 

・ 便益は５０年間計上する。 （考え方 1） 

 

【便益試算結果】 

 ・年間便益額：56,700 千円 

 ・総便益額（現在価値換算後）：962,650 千円 

 

【参考（事業全体の B/C 試算結果）】 

 ・本手法の適用前のＢ／Ｃ：1.22 

 ・本手法の老朽化便益追加後のＢ／Ｃ：1.89 
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備考

対象漁船隻数（隻） ① 31

操業日数（日/年） ② 240

乗組員数（人/隻） ③ 2.0

航行時間［整備前］（時間/回） ④ 2.5

航行時間［整備後］（時間/回） ⑤ 0.5

労務単価（円/h） ⑥ 1,718 平成28年度漁業経営調査報告（太平洋中区）

漁船馬力（ps） ⑦ 38.5

漁船燃費（kg/ps hr） ⑧ 0.17

燃料重量（kg/m3） ⑨ 860.0

燃料単価（円/Ｌ） ⑩ 49.2

人件費（千円/年） ⑪ 51,128 ①×②×③×（④－⑤）×⑥/1,000

燃料費（千円/年） ⑫ 5,572
①×②×（④-⑤）×⑦×⑧/（⑨×0.001）×⑩
/1,000

56,700 ⑪＋⑫年間便益額（千円/年）

調 査 日：平成30年 1月24日(水)
調査場所：漁業協同組合
調査対象：漁業組合員
実 施 者：県職員
実施方法：ヒアリング調査

区分

水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン
（参考資料）
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③荷さばき施設：G 漁港（第２種） 

【整備前における課題】 

・老朽化により荷さばき所の機能が消失するため、代替市場のある漁港まで陸

上輸送をせざるを得ない状況にある。 

 

【施設整備により期待される効果】 

・荷さばき所の整備により、自港での市場機能が確保される。 

・これにより、代替港までの陸上移動コストが削減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意点】 

・陸揚を他港で実施するシナリオの場合は、海上輸送コストの削減を便益とし

て計上できる。 

・代替市場までの運搬で漁獲物の鮮度低下が懸念され、施設整備により改善す

る場合は」、品質保持効果も計上できる。 

・ 便益は５０年間計上する。 （考え方 1） 

 

【便益試算結果】 

 ・年間便益額：1,652 千円 

 ・総便益額（現在価値換算後）：21,615 千円 

 

【参考（事業全体の B/C 試算結果）】 

 ・本手法の適用前のＢ／Ｃ：3.27 

 ・本手法の老朽化便益追加後のＢ／Ｃ：3.45 
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備考

属地陸揚量（t/年） ① 1,807 港勢調査（H27）

必要車両台数（4ｔ車換算）（台/年） ② 695 ①÷4ｔ÷0.65（平均積載率65％）

乗車人数（人/台） ③ 1.0

陸上移動時間［整備前］（時間/回） ④ 1.0

陸上移動時間［整備後］（時間/回） ⑤ 0.0

労務単価（円/h） ⑥ 1,718
一般国民の労務単価「労働統計　毎月勤務統計調
査（厚生労働省、平成30年9月分）」

走行距離［整備前］（km/回） ⑦ 40.0

走行距離［整備後］（km/回） ⑧ 0.0

走行経費（円/km） ⑨ 16.65
「費用便益分析マニュアル　Ｈ20年11月　一般道(平
地)乗用車」

GDPデフレータ（H30） ⑩ 103.1

GDPデフレータ（H20） ⑪ 104.3

年間便益額（千円/年） ⑫ 1,194 ②×③×（④－⑤）×⑥/1,000

年間便益額（千円/年） ⑬ 458 ②×（⑦－⑧）×⑨×⑩/⑪/1,000

1,652 ⑫＋⑬年間便益額（千円/年）

区分

調 査 日：平成30年 1月25日(木)
調査場所：漁業協同組合
調査対象：漁業組合員
実 施 者：県職員
実施方法：ヒアリング調査

調 査 日：平成30年 1月25日(木)
調査場所：漁業協同組合
調査対象：漁業組合員
実 施 者：県職員
実施方法：ヒアリング調査

内閣府経済社会総合研究所
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（５）「水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン」及び「水産基盤整備事業費用

対効果分析に関する事例集（案）」の改訂案の作成 

 

(3)の結果を基に、「水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン」及び「水産基

盤整備事業費用対効果分析に関する事例集（案）」の改訂案を作成した。 

 

１）水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン 

ガイドライン本文では、「補修に関する事業における便益」について、「現状の漁港

機能が維持されない場合（without）に想定される便益の減少が、漁港機能が維持され

る場合（with）には回避される（すなわち、現状の便益が維持される）ものとして計

測する」となっており、基本的な考え方の変更は必要ない。 

ガイドライン参考資料において、便益の計上方法等を記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針 頁 項目

ガイドライン ・基本的な考え方は変わら
ないため、変更無し

P10

ガイドライン
参考資料

・便益の計上方法等を記載 － （新たに項目作成）
14．補修に関する事業におけ
る便益の考え方

【ガイドライン・参考資料の改訂案】
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【ガイドライン参考資料での記載案】 

 

１４．補修に関する事業における便益の考え方  

 

通常、施設の補修は機能保全事業で実施するため、費用対効果分析が不要となってい

る。一方、緊急性や機能向上が老朽化対策の効果も併せ持つ場合は、機能向上をメインと

した事業で、施設の補修に関する整備を実施する場合もある。以下に、この場合の便益の

考え方を示す。 

 

例）外郭施設への防風柵整備に合わせ、当該施設が老朽化している場合は、老朽化対策

も実施する。 

 

＜便益算定の考え方＞  

・整備を実施しない場合（without）は、老朽化が進行し機能消失する。そのため、当

該施設を利用できず、近隣の代替施設を使用することになり、移動経費の増加等が

発生する。 

・老朽化対策も併せ持つ施設整備を実施することで（with）、移動経費の増加等を回避

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

図14.1 便益発現のイメージ 

 

＜便益算定の留意点＞  

・便益対象施設は、機能保全計画の健全度Ａ判定の施設を対象とする。 

・便益発生年は、耐用年数を経過しており、老朽化が進行しておりいつ倒壊してもおか

しくない施設として、老朽化対策が完了した翌年から便益が発生するものとする。 

・without では、施設倒壊後、漁港機能が維持される便益を施設耐用年数計上することを

基本とする。 

施設倒壊後、数年で復旧することをもって、復旧費を復旧時点以降の漁港機能が維持され

る便益の代替として計上するという考え方もありえるが、漁港機能が維持される便益が復

旧費をもって代替可能かについては、様々な仮定を要する未確定部分を含むことが多いこ

とから、漁港機能が維持される便益を施設耐用年数計上することを基本とするものとする。 

 

 

  

Without（整備前）

With（整備後）

現在 10年後 20年後 30年後 50年後・・・

移動経費の増加計上便益

老朽化による倒壊

倒壊後、復旧せず、近隣の代替施設を使用する

老朽化が著しい施設を予防保全することで漁港機能が維持される

老朽化対策
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２）水産基盤整備事業費用対効果分析に関する事例集（案） 

事例集改訂の該当箇所を以下に示す。 
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①防波堤：E 漁港（第４種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



119 

 

②岸壁：F 漁港（第２種） 
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③荷さばき施設：G 漁港（第２種） 

 

 

 

 

 

 

  



123 

 

 

 

 

 

 

 

  



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 

 

３．検討会の設置 

ガイドライン等の改訂作業を行うにあたり、以下の検討会を設置し、指導・助言

頂いた。 

 

【委員構成】 

 

区 分 
所  属 ・ 役  職 氏  名 

委員長 公立はこだて未来大学 名誉教授 長野 章 

委 員 

京都大学防災研究所 都市防災計画分野 教授 牧 紀男 

名古屋工業大学大学院 工学研究科 社会工学専攻 教授 渡辺 研司 

早稲田大学社会科学部 学部長 教授 早田 宰 

国立研究開発法人  水産研究・教育機構  水産技術研究所 

環境・応用部門水産工学部水産工学部 副部長 
三上 信雄 

全国漁業協同組合連合会 漁政部長 田中 要範 

石巻市水産振興協議会 会長 須能 邦雄 

岩手県農林水産部 技監 阿部 幸樹 

株式会社 阿部長商店 代表取締役社長 阿部 泰浩 

 

 

 

【開催概要】 

 開催日時 内容 

第 1 回目 

令和 3 年 9 月 3 日 
 9:30～12:00 
エッサム神田ホール 701 会議室 
※長野委員長、水産庁、漁村総研が
対面 
※その他委員はオンライン 

ガイドラインに追補すべき事項の提
示 

第 2 回目 

令和 3 年 11 月 19 日 
 9:30～12:00 
エッサム神田ホール 701 会議室 
※長野委員長、渡辺委員、田中委
員、阿部委員（岩手県）、水産庁、
漁村総研が対面 
※その他委員はオンライン 

ガイドラインの構成案等の提示 

第 3 回目 

令和 4 年 2 月 14 日（予定） 
 14:30～17:00 
※長野委員長、水産庁、漁村総研が
対面 
※その他委員はオンライン 

ガイドライン改訂案の提示 
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ｆ 今後の課題 

 

（１）ガイドライン・マニュアルの普及と全国の水産地域での防災力の強化 

 

 本調査により、災害に強い水産地域づくりガイドライン改訂案及び災害に強い漁

業地域づくりマニュアル（水産物の生産・流通機能の確保編）改訂案を作成した。 

 今後、当該ガイドライン及びマニュアル改訂案を全国の水産地域に普及させるこ

とにより、水産地域において防災・減災等の取組が促進し、地域の災害リスクへの

対応力強化を図ることが重要である。 

 

 

（２）「災害に強い水産地域づくりマニュアル（安全・安心の確保編、迅速な復興まち

づくり編）」の検討 

 

 新たに作成することとなる「災害に強い水産地域づくりマニュアル（安全・安心

の確保編、迅速な復興まちづくり編）」について、委員会での議論を踏まえ必要な

検討内容を整理した。 

 今後は、安全・安心の確保編について、より使いやすいマニュアルとする観点か

ら内容の検討を行うとともに、今回新たにマニュアルとして追加する予定の迅速な

復興まちづくり編については、現地での試行等により内容の検証を行うことが望ま

しい。 

 

 


